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はじめに 

 
 地表の大部分を占める海洋の環境保全は、地球環境保全にとって極めて重要であるが、

沿岸域の開発を含む陸上起因の汚染等による海洋環境の悪化が指摘されている。このた

め、海洋汚染の要因となる廃棄物等の海洋投入処分についても、厳格に管理することが

求められる。 
 国際的には、「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」（いわゆ

る「ロンドン条約」）により、廃棄物の海洋投入処分等の規制が行われており、わが国と

しても、同条約を締結し、所要の制度を整備し、海洋投入処分等の適切な管理を行って

きたところである。 
 この結果、環境省が実施している海洋環境モニタリング調査によっても、過去から現

在にかけてのわが国周辺海域における水質、底質等の汚染状況に大きな変化は認められ

ていない。 
 しかしながら国際的に見ると、海洋環境の保全に関しては、「予防的取り組み」

（precautionary approach）の考え方が定着しており、この考え方に基づき、ロンドン
条約の内容を改正・強化する 96年議定書が平成 8年（1996年）に採択されている。96
年議定書は、その冒頭で、海洋環境を保護し、海洋資源の持続的利用及び保存を促進す

る必要性を強調している。このロンドン条約 96 年議定書に基づいて、海洋投入処分等
につき、より厳格な管理体制を導入することが求められている。 
 
 このため、同議定書の締結に向けた、今後の廃棄物の海洋投入処分等の在り方につい

て、平成 15年 8月 5日付で環境大臣から中央環境審議会に諮問がなされ（諮問第 96号
環地保発第 030805001号）、同諮問は地球環境部会に付議された。これを受けて、本海
洋環境専門委員会では、地球環境部会での審議に資するため、諮問事項に関する調査・

検討を行ってきた。 
今般その結果がとりまとまったので、ここに報告するものである。 
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１．ロンドン条約 96年議定書をめぐる動き 

１－１ ロンドン条約 96年議定書の概要 

ロンドン条約（1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約）は、海洋投
棄1による海洋の汚染を防止することを目的とする条約であり、1972年 11月に採択され、1975年 8月
に国際発効している。わが国は、同条約に 1973年に署名し、同条約は 1980年 11月に国内において発
効した2。 
しかしながら、このロンドン条約による廃棄物管理の仕組みは十分なものではないとの認識が国際

的に共有されるところとなったため、新たな廃棄物管理の仕組みが構築されることとなった。その成

果が、「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の 1996年の議定書」（以
下「96年議定書」と言う。）である（1996年 11月採択）。 

96年議定書は、海洋投棄及び洋上焼却を原則禁止とし、海洋投棄を検討できるものを限定列挙する
方式を採用するとともに（附属書Ⅰ）、海洋投棄する場合にはその影響の検討等に基づいて許可を発給

すること（附属書Ⅱ）を義務付けている。なお、附属書Ⅱの実行ガイダンスとして、別途、一般WAG
（一般的な廃棄物評価ガイドライン）及び品目 WAG（個別品目毎の評価ガイドライン）が定められ
ている（ロンドン条約及び 96年議定書の概要等は参考資料１）。 

 
96 年議定書は、現行ロンドン条約の締約国 15 カ国を含む 26 カ国以上の批准または加入の後、30
日目に発効することとなっている。 

2003年 10月現在、96年議定書を批准または加入した国は 18カ国（うち現行条約締約国は 15カ国）
である3が、2002年 11月に開催されたロンドン条約第 24回締約国会議において 6カ国4が 2003年中の
締結を予定している旨を表明するなど、締結に向けた動きを早めている。 
議定書発効は 2004年～2005年になるとの見通しが示されている。 

１－２ 世界的な海洋投棄の現状とわが国の位置付け 

主要国の 1990年代の廃棄物その他の物（以下、廃棄物等という5。）の海洋投棄の状況については、

以下のとおりである6。 
 
① しゅんせつ物（水底土砂）：ほとんどの国で海洋投棄実績がある。これについては、各国とも、増

減はあるとしても今後も海洋投棄が継続することが見込まれる。 
 

② 下水汚泥：1992 年及び 1997 年時点ではアイルランド、英国、わが国から実績報告があったが、
アイルランド及び英国は 1998年末をもって中止した。このため 1999年の海洋投棄実績を報告し

                                                        
1 船舶等から廃棄物等を海洋に排出する行為について、ロンドン条約上は「海洋投棄」、国内制度上は「海洋投入処分」と区別して記述
する。 

2 なお、同条約は、1993年 11月に附属書Ⅰ及びⅡが改正されており、同改正により、1996年 1月 1日から、産業廃棄物の海洋投棄は、原
則禁止とされている。 

3 アンゴラ、オーストラリア、カナダ、デンマーク、グルジア、ドイツ、アイスランド、アイルランド、ニュージーランド、ノルウェー、
南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、トンガ、トリニダッド・トバゴ、英国、バヌアツ（下線は条約非締約国） 
4 ベルギー、ブラジル、エジプト、イラン、オランダ、韓国 
5 ロンドン条約と国内制度では、廃棄物という用語の用い方が異なる。以下では混乱を生じない範囲で、すべて「廃棄物等」と称すること
とする。 
6 条約に基づく、各国の投棄許可報告による。ただし 1999年分の海洋投棄実績は事務局ドラフト段階のもの。 
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ているのはわが国のみとなっている。また、韓国が 1996年及び 1998年に投棄実績を報告してい
る。このため、1999年以降、主要国で下水汚泥の海洋投棄を実施しているのは、わが国と韓国の
みと考えられる7。 
 

③ 産業廃棄物等：1992年は 10ヶ国、1997年は 8カ国 1地域から実績報告（韓国の 1996年実績含む）
があったが、1999年になるとわが国を含む 7ヶ国（韓国の 1998年実績含む）に減少した。わが
国は、ロンドン条約に基づく報告を行った締約国の中では投棄量・投棄品目数ともに世界最大と

なっている。 
 
以上のように、しゅんせつ物以外の廃棄物について、わが国は世界でも有数の海洋投棄国となって

いる8（表１）（詳細は参考資料２）。 
 

表 1 下水汚泥及び産業廃棄物等の海洋投入実績（投入許可実績があった国のみ） 
 

単位：万トン  
①下水汚泥 ②産業廃棄物等 合計（①＋②） 

国名＼項目 
1992年 1997年 1999年 1992年 1997年 1999年 1992年 1997年 1999年

アイルランド 38 2 － 11 0 － 49 2 －

ポルトガル 未報告 － － 未報告 44 46 未報告 44 46

ノルウェー － － － 27 1 11 27 1 11

スペイン － － － 126 － － 126 － －

英国 882 966 － 286 0 0 1168 966 0

パナマ 未報告 － 未報告 未報告 0 未報告 未報告 0 未報告

オーストラリア － － － 0 － － 0 － －

中国 － － － 11 27 － 11 27 －

香港 － － － － 205 － － 205 －

日本 325 240 189 437 333 292 762 573 481

韓国 未報告 
170万
m3+150 

612 未報告 156 31 未報告
170万
m3+156 

643

ニュージーラン
ド 

－ － － － 0 0 － 0 0

フィリピン － 未報告 未報告 n.i. 未報告 未報告 不明 未報告 未報告

南アフリカ － － － 0 － － 0 － －

カナダ － － － 60 242 179 60 242 179

メキシコ 未報告 － － 未報告 － 11 未報告 － 11

米国 － － － 18 － 18 －  

（注）― は許可発給無し、n.i.は許可発給はあるが正確な重量データなし。韓国のデータは 1996年、1998年のもの。
なお詳細は、参考資料２の注釈参照 

 

                                                        
7 わが国の報告数値のほとんどは「浄化槽に係る汚泥・し尿」の投棄量である。 
8 ただし、1997年分報告では加盟 77ヶ国 1地域中、未報告が 48カ国あり、世界における実態が完全に把握されているわけではない。 
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２．わが国における廃棄物等の海洋投入処分管理等の現状 

２－１ ロンドン条約に対応した国内制度の概要 

わが国では、ロンドン条約の定める内容を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律9」（以下「海

防法」と略す）及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律10」（以下「廃掃法」と略す）によって担保

してきた（参考資料３）。 
現行法では、廃掃法上の廃棄物及び水底土砂について、 
① 当該廃棄物等が法令上定められた海洋投入処分可能品目に該当すること 
② その品目ごとに定められた判定基準を充足すること11 
③ 法律上定められた排出海域で排出すること 
④ 法律上定められた排出方法を遵守すること 
⑤ 処理業許可を受けた処理事業者が、排出船登録をした船で排出すること 

という要件をすべて充足した場合に限って海洋投入処分をすることができる仕組みとなっている。 
廃掃法上の廃棄物については、一般廃棄物、産業廃棄物の別に、海洋投入処分可能な品目が同法施行

令に列挙されており、水底土砂は、海防法上、海洋投入処分禁止水底土砂、特定水底土砂、有害水底

土砂、指定水底土砂、一般水底土砂の５つに分類され12、それぞれに異なった取り扱いが定められて

いる。 
また、判定基準とは、その品目が含有する有害物質の濃度等が一定値以下であること等を定めたも

のを指す。 
排出海域に関しては、海防法において、廃棄物等の排出海域として A海域、B海域、C海域及び F
海域が設定されており、それぞれの海域毎に、投入処分可能な廃棄物等の種類、事前処理方法、排出

方法等が定められている（図 1）。A海域は B海域に包含され、B海域は C海域に包含される。F海域
13は、実質的にすべての海域である。 
現在、廃棄物の処分が継続的に実施されているのは、主として B海域の一部や C海域の中の主要港

湾に近接した特定の海域である。A海域では、かつて重金属類等を含む水底土砂の処理物等が投入処
分されていたが、1981年以降、実施されていない。 

 
この制度は「海洋環境の保全のために必要な事項は、法律制定時にすべて考慮されている。そのた

め、法律上定められた要件を遵守していれば、海洋投入処分による海洋環境への悪影響は発生しない。」

ということを前提とした「概括的な仕組み」ととらえることができる。 
 

                                                      
9 昭和 45年 12月 25日法律第 136号 
10 昭和 45年 12月 25日法律第 137号 
11判定基準は全ての投入処分可能品目について設定されているわけではなく、産業廃棄物の一部及びすべての一般廃棄物には設定され

ていない。 
12 ただし、海洋投入処分禁止水底土砂、有害水底土砂、一般水底土砂は法律上の名称ではない。詳細については、参考資料３参照。 
13 海防法上、「本邦の領海の基線からその外側 50海里の線を越えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支
障があると認めて環境大臣が指定する海域を除く海域」とされているが、現時点で、環境大臣による当該海域の指定はない。 



 

6

E155°

N45°

E150°E145°E140°E135°

N40°

N35°

N28°

N25° N30°

E130°E145°E140°E135°E130°E125°

N30°

N35°

N40°

N45°

沖縄

A 海域：

B海域：

C海域：距岸 50 海里以遠～

廃棄物排出海域図

F海域：すべての海域

N43°-30'

E138°-05'

N43°-30'

E138°-35'

N40°-26'

E136°-47'

N40°-20'

E136°-53'

N40°-20'

E137°-15'

N42°-00'

E147°-00'

N41°-40'

E147°-00'N41°-00'

E145°-00'
N40°-55'

E145°-30'

N41°-35'

N41°-15'

N40°-20'

N40°-00'

N38°-00'

E145°-30'

N38°-00'

E145°-00'

N34°-50'

E144°-00'

N34°-20'

E144°-00'

E143°-20'

E143°-00'N32°-30'

E141°-00'

N32°-00'

E141°-00'
N30°-30'

E139°-00'

N30°-05'

E139°-00'

N31°-15'

E135°-00'

N30°-50'

E135°-00'

E1
3
5

・-00
'

E
1
34

・-4
0
'

N29°-05'

E132°-00'

N29°-30'

E132°-00' N24°-20'

E128°-20'

N24°-00'

E128°-20'

N24°-20'

E128°-00'

N24°-00'

E128°-00'

N36°-30'

E131°-25'
N36°-24'

E131°-35'
N36°-08'

E131°-21'

N36°-14'

E131°-11'

50 海里

50 海里

 
図１ 排出海域図 
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２－２ 廃棄物の海洋投入処分に関する従来からの取組14 

わが国の廃棄物の海洋投入処分に関する従来からの基本的な方針は、以下のとおりである。 

 

① 陸上処分の原則：廃棄物の処理は陸上において行うことが原則であり、海洋を処分場所として

安易に認めるべきではない（この原則は、廃掃法施行令15にも明確に記されている。）。 

 

② 海洋投入処分の禁止の継続：陸上処分の原則を踏まえ、国内法令により 1996 年１月１日以前

にも海洋投入処分が禁止されてきた廃棄物については、ロンドン条約上は海洋投棄が許容され

る廃棄物であっても、引き続き、海洋投入処分禁止とする。 

 

③ 海洋投入処分量の削減：陸上処分の原則を踏まえ、海洋投棄がロンドン条約によって許容され

ている廃棄物についても、今後海洋投入処分量の抑制に努めていく。このため、陸上処理体制

等の整備、代替処分方法の開発等の施策を推進していく。 

 

以上の考え方は、1999年 10月に開催されたロンドン条約第 21回締約国会議において国際的に表明

されたものであり、わが国はこれらの方針を国際的な公約としている。 

 
また、政府内のロンドン条約関係省庁等16では、96 年議定書を実施するために必要となる国内体制

を早期に整備することが重要であるとの共通認識の下、「廃棄物海洋投入削減等に向けた今後の取り組

みについて」（最新版 2003年 8月 29日）をとりまとめ、廃棄物の海洋投入の一層の削減等に向け、一

体的な取組を進めてきている。 

 

 

３．今後の廃棄物等の海洋投入処分等の在り方に係る基本的考え方 

３－１ 96年議定書締結に向けての基本的考え方 

海洋環境については未知の部分も非常に多いことなどを勘案すれば、わが国は、「予防的取り組み」

の考え方を尊重し、海洋環境保全についてより一層前向きかつ主体的に取り組んでいくべきである。 

また、わが国は、これまでも廃棄物等の海洋投入処分量の削減に向けた努力を続けてきており、そ

の結果、廃棄物等の海洋投入処分量は減少傾向にあるが、一方で、国際比較をしてみると、水底土砂

を除き、依然として量及び種類ともに最大レベルである事実には変わりがなく、わが国の今後の取組

には世界的にも大きな関心が寄せられている。 

96年議定書の締結については、2000年の国連総会決議において、各国に対してこれを進めること
が推奨された。また、2002 年に開催されたヨハネスブルグ・サミット（WSSD）の実施計画におい
て、海洋の持続可能な開発に関する様々な政策目標が掲げられているが、その中でも、ロンドン条約

                                                        
14 ここでは、公的文書における記述等に基づいて、「廃棄物等」ではなく「廃棄物」と表記する。 
15 第３条第５号及び第６条第１項第５号 
16 警察庁、防衛庁、総務省、法務省、外務省、国税庁、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び最高裁判所 
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及び 96 年議定書を含む海洋環境の保護に関する様々な条約、議定書及び国際海事機関（IMO）の合
意文書を批准し実施することが各国に要請されている。 
こうしたことを勘案すれば、以下を基本的方針としつつ、今後の廃棄物等の海洋投入処分等の在り

方を検討する必要がある。 
 
① 海洋環境については未だ科学的に不明な点も多いため、廃棄物等の海洋投入処分に

際しては、予防的取り組みの考え方を原則とした取組を進める必要がある。また、

環境立国を標榜するわが国としては、海洋国としての国際的な責任を確実に果たす

必要性も高い。こうした観点から、わが国は、国際発効に遅れることなく96年議定

書を締結することを目指し、早急に国内体制の整備を図る必要がある。 

 

② このため、96 年議定書上、海洋投棄が禁止されることとなる廃棄物等については、

速やかに海洋投入処分を中止するための措置を取るべきである。 

 

③ その他の廃棄物等については、わが国として国際的に表明している「陸上処分の原

則」を維持・強化し、海洋投入処分量の減量化を一層進めることを基本とするべき

である。 

 

④ その上でなお、海洋投入処分を継続せざるを得ない廃棄物等については、96 年議定

書の求めるところに従って、新たな海洋投入処分管理の仕組みを整備するべきであ

る。 

 

３－２ 附属書Ⅰへの対応 

96年議定書では、海洋投棄を検討できる廃棄物等は、附属書 Iに列挙された品目に限定される。こ

のため、この附属書 Iと、わが国において当面海洋投入処分の継続が考えられる廃棄物等の国内法上

の規定ぶりとの比較検討を行った（参考資料１）。その結果、以下のような方針での対応が必要であ

ると評価できる（ただし、海洋投入処分の実態等を踏まえた個別品目毎の評価は、次節を参照。）。 

 

① わが国で海洋投入処分が認められている廃棄物等のうち、「廃火薬類」及び「不燃性

の一般廃棄物」は附属書Ⅰに掲げられた品目に該当しないと判断される。したがっ

て、これらの廃棄物の海洋投入処分を速やかに中止するための措置を講じる必要が

ある。 

 

② 附属書Ⅰに掲げられた品目には該当するが既に海洋投入処分を中止した廃棄物等及

び近々に海洋投入処分を中止することとされている廃棄物等についても、今後の見

通し等を精査の上、順次、廃掃法の上で海洋投入処分ができる廃棄物品目から削除

していくことが適切である。 
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③ 水底土砂のうち、特定水底土砂、有害水底土砂及び指定水底土砂の海洋投入処分は、

96年議定書の主旨に照らして中止することが適切である。 

 

３－３ 附属書Ⅱへの対応 

附属書Ⅱは、附属書 Iに示す廃棄物等のうち、やむを得ない海洋投棄であり、かつ、海洋投棄が海

洋環境に影響をもたらさないことが明らかとなったものに限って、規制当局が有期限の許可を与える

仕組みの導入を求めており、現在わが国で採られている「概括的な仕組み」では対応できないと判断

される。 

そこで、以下のような方針で、新たな廃棄物等の管理の仕組みを設ける必要がある。 

 

① 附属書Ⅱに対応するため、現行の海防法等における制度を見直し、個別の排出事業

者ごと（あるいは排出事業者の合理的な集団ごと）に審査を行って、有期限の許可

を発給する制度を設ける必要がある。また、許可を受けた廃棄物等が適法に排出さ

れることを国が確実に把握できる制度も必要である。 

 

② 制度構築に当たっては、附属書Ⅱに明記された「予防的取り組み17」の考え方を踏ま

え、許可発給の要件として、環境への潜在的影響の適切な検討等を求めることによ

り、予防的取組を確保する制度とする必要がある。 

 

③ 併せて、96年議定書本文に明記された「汚染者負担原則18」の考え方を踏まえ、排出

事業者が潜在的影響の検討や環境監視の実施に係る負担を担う制度とする必要があ

る。 

 

④ 新たな許可制度を構築する当たっては、現行の海防法等における制度の趣旨を考慮

し、それとの整合性に配慮するとともに、附属書Ⅱに沿ったものとすることが前提

であり、併せて、廃棄物評価ガイドライン（ＷＡＧ）をできるだけ尊重する必要が

ある。 

 

以上を踏まえた新たな廃棄物海洋投入処分管理の流れは、図２のとおりとなる。なお、個別の事項に

係る検討は第５節参照。 

 

                                                        
17 議定書第３条１”…In implementing this Protocol, Contractiong Parties shall apply a precautionary approach to environmental protection from 
dumping of wastes of other matter….” 
18 議定書第３条２”…the polluter should, in principle, bear the cost of pollution,…” 
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海洋投入処分可能な廃棄物品目への適合確認

廃棄物の発生量を減らす取組みの実施

物理・化学分析の実施など
判定基準への適合確認

排出海域の選択

、潜在的影響の検討 監視計画の立案

海洋投入処分許可申請及び規制当局による許可の発給

Ⅰ附属書 
品目

廃棄物
抑制審査

96年議定書が
求める制度

新たな制度の下での手続

行動基準

投棄場所
の選択

許可

監視 監視の実施

排出の実施

廃棄物特
性の把握

影響仮説
の設定

潜在的影
響の検討

定期的な許
可見直し

（ 、 、 ）海洋投入処分許可更新 延長 廃止 条件変更等 の申請
及び許可の更新

 
 

図２  廃棄物等の新たな海洋投入処分管理の流れ 

 

 

４．廃棄物等の海洋投入処分実態等の概要とその評価 
 

 わが国において現在、海洋投入処分されている各廃棄物等については、その海洋投入処分等の現状

を踏まえると、それぞれ以下のように評価できる（参考資料４）。なお、本評価を実施するに当たり、

本専門委員会では、関係省庁からの提出資料についての検討、各省庁に対するヒアリング等を実施し

た。 
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４－１ 一般廃棄物 

（１）廃火薬類 

１）不良弾、不用弾、不良誘導弾、不用誘導弾 

（ａ）現在の状況 

 これらは全て自衛隊から生ずるものである。平成 14年度に発生した約 980トンのうち、自衛隊また

は民間処理業者において爆破処理または化学処理が行われたものは約 364トン、一定の処置の上で廃

火薬類として海洋投入処分されたものは約 616トンである。 

（ｂ）評価 

 附属書Ⅰに掲げられた品目に該当しないと判断され、96年議定書を締結するためには、現在実施さ

れている海洋投入処分を中止しなければならない。 

 既に発生する不良弾等の３分の１以上が、発生者である自衛隊の責任の下で、自衛隊及び民間処理

業者により陸上処分が行われているところであり、海洋投入処分を中止し全量を陸上で処分する際の

技術的な障害はないと考えられることから、速やかに必要な措置を採って海洋投入処分を中止すべき

である。 

２）不発弾 

（ａ）現在の状況 

 第二次大戦等に起因するものであり、主に掘削工事中や国の交付金による自治体の調査等により土

中等から発見される。関係省庁間協力の枠組みにより自衛隊が自身の能力の範囲で処分を行っており、

平成 14 年度に発生した約 66 トンのうち、自衛隊の演習場において爆破処理が行われたものは約 36

トン、演習場における処理能力を超えていることや、大型爆弾や黄燐弾等の能力的、技術的に陸上処

分が困難なものであることから一定の処置の上で廃火薬類として海洋投入処分されたものは約 30 ト

ンである。 

（ｂ）評価 

 附属書Ⅰに掲げられた品目に該当しないと判断され、96年議定書を締結するためには、現在実施さ

れている海洋投入処分を中止しなければならない。 

 不発弾は国の責任において陸上処分に移行されるべきものである。現時点では、所管が明確でない

等の理由から、陸上処理に向けた体制の整備が十分進展していないが、これは国が十分な責任を果た

していないものと評価せざるを得ない。 

したがって、国は、海洋投入処分されている不発弾を全て陸上で処分するための体制を早急に整備

するべきである。 

 なお、大型爆弾や黄燐弾等については、その陸上処分が技術的に困難である等の指摘も一部にあっ

た。しかしながら、外国ではこれらを含めて全ての不発弾を陸上で処分していることや、中にはその

ための施設を整備している国もあることから、施設整備までを視野に入れれば、これらを陸上で処分

することは技術的に可能であると考えられる。このため、処理施設の整備等、爆破処理以外の選択肢

をも考慮に入れて、陸上処分の体制整備を進める必要がある。 
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３）押収爆発物、猟銃用廃火薬類等 

（ａ）現在の状況 

 押収爆発物は、刑事事件において押収された爆発物等であり、法務省、裁判所、警察庁から、一部

は民間業者に処理を依頼されているが、大部分は自衛隊に処理が依頼されている。平成 14年度は自衛

隊に処分を依頼された約 0.9トンのうち、陸上で焼却処理されたものは約 0.4トン、一定の処置の上で

廃火薬類として海洋投入処分されたものは約 0.5トンである。 

 猟銃用廃火薬類等は、銃砲所持者において不要となった火薬類を警察が依頼を受けて引き取り、自

衛隊に処理を依頼しているものである。自衛隊によりこれらは海洋投入処分されている。 

（ｂ）評価 

 附属書Ⅰに掲げられた品目に該当しないと判断され、96年議定書を締結するためには、現在実施さ

れている海洋投入処分を中止しなければならない。 

 海洋投入処分を中止し全量を陸上で処分するに当たって、技術的な障害等はないと考えられること

から、速やかに必要な体制を整備して海洋投入処分を中止すべきである。猟銃用廃薬類等については、

本来、所有者が適正に廃棄すべきものであると考えられるが、不要となった火薬類が不法投棄された

り、不適切な取扱いがなされて犯罪に使用されたりすることがないような対応は当然採るべきであり、

陸上処理の要請と治安維持上の要請の両立を確保すべく、回収・廃棄の仕組み等の条件整備について、

生産者を含む関係者間で検討されることが望まれる。 

 なお、現在実施されている発生量削減に向けた取組を継続することも重要である。 

 

（２）不燃性一般廃棄物 

１）ごみピット汚水 

（ａ）現在の状況 

 一般廃棄物処理施設のごみピットにたまった汚水である。海洋投入処分を行っているのは２つの地

方自治体である。 

（ｂ）評価 

 附属書Ⅰに掲げられた品目に該当しないと判断され、96年議定書を締結するためには、現在実施さ

れている海洋投入処分を中止しなければならない。 

 現在、海洋投入処分を行っているのは２自治体のみで、その量も多くはない。また、それ以外の自

治体では陸上で処分されている。よって、海洋投入処分を中止し全量を陸上で処分する際の技術的な

障害はないと考えられる。また、ヒアリングによれば、その他の特段の問題があるとの事実も確認さ

れなかった。このため、速やかに必要な措置をとって海洋投入処分を中止すべきである。 

２）ためます汚泥 

（ａ）現在の状況 

 単独浄化槽を設置する家庭の雑排水の沈殿槽に溜まった汚泥である。海洋投入処分を行っているの

は１つの地方自治体である。 

（ｂ）評価 
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 附属書Ⅰの「下水汚泥」に該当すると判断され、96年議定書を締結後も海洋投入処分を検討するこ

とができる。 

 しかしながら、現在、海洋投入処分を行っているのは１自治体のみで、その量も多くはない。また、

それ以外の自治体では陸上で処分されている。よって、海洋投入処分を中止し全量を陸上で処分する

際の技術的な障害はないと考えられる。また、ヒアリングによれば、その他の特段の問題があるとの

事実も確認されなかった。このため、陸上処分の原則に基づいて、速やかに必要な措置をとって海洋

投入処分を中止すべきである。 

 

（３）浄化槽に係る汚泥・し尿 
（ａ）現在の状況 

 平成 12年度に発生した約 3,152万ｋｌのうち、肥料として有効利用されたものは約 7万ｋｌ、し尿

処理施設等において処分されたものは約 2,995万ｋｌ、海洋投入処分されたものは約 150万ｋｌであ

る。海洋投入処分を行ったのは 282地方自治体である。 

（ｂ）評価 

 附属書Ⅰの「下水汚泥」に該当すると判断され、96年議定書を締結後も海洋投入処分を検討するこ

とができる。 

 平成 14年 1月に廃掃法施行令が改正され、既に新たな海洋投入処分は全面的に禁止されている。経

過的に実施されているものについても平成 19年１月末までに中止することとされており、施設整備を

着実かつ計画的に行い、可能なところから速やかに海洋投入処分を中止すべきである。 

 また、経過的に海洋投入処分を実施せざるを得ない場合にあっても、96年議定書を締結するために

は、行動基準（判定基準）による評価を含む、附属書Ⅱに基づいた潜在的影響等の検討が必要となる。 

 

４－２ 産業廃棄物 

（１）赤泥 
（ａ）現在の状況 

 アルミナを製造する工程において発生する不溶解性の残さである。平成 14 年度に発生した約 170

万トンのうち、セメント製造時の鉄源として有効利用されたものは 0.2 万トンであり、海洋投入処分

されたものはその残りすべてである。海洋投入処分を行ったのは 3事業者である。 

（ｂ）評価 

 附属書Ⅰの「不活性な無機性の地質学的物質」に該当すると判断され、96年議定書を締結後も海洋

投入処分を検討することができる。 

 有効活用の方法について検討されているが、今のところ大量に活用可能な方法が存在しないことや、

発生総量が多量であるため陸上での処分場の確保が難しいと考えられることなどから、海洋投入処分

を直ちに中止することは困難と考えられる。しかしながら、国際的に削減努力を表明していることも

あり、有効な活用方法や、陸上処分場の確保等の代替処分方法の検討をさらに進め、海洋投入処分の

中止を視野に入れつつ、段階的に海洋投入処分量を削減していくことが必要である。 

 なお、海洋投入処分を継続せざるを得ない場合にあっても、今後は附属書Ⅱに基づいた潜在的影響
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等の検討が必要となる。 

 

（２）建設汚泥 
（ａ）現在の状況 

 泥水式シールド工法等の泥水を用いる工法を採用した建設現場から発生する。平成 12年度に発生し

た 825万トンのうち、縮減されたり土質材料として有効利用されたりしたものは 339万トンである。

陸上の最終処分場において処分されたもののほか、平成 12年度に、中間処理の後、海洋投入処分され

たものは 108万トンである。 

（ｂ）評価 

 附属書Ⅰの「不活性な無機性の地質学的物質」に該当すると判断され、96年議定書を締結後も海洋

投入処分を検討することができる。 

 有効利用が進められているものの、発生総量が多量であり、かつ陸上での処分場の確保が難しいと

考えられること等から、海洋投入処分を直ちに中止することは困難と考えられる。しかしながら、建

設リサイクル推進計画 2002の着実な推進により有効利用量を増やし、海洋投入処分量を削減していく

ことが必要である。 

 なお、海洋投入処分を継続せざるを得ない場合にあっても、今後は附属書Ⅱに基づいた潜在的影響

等の検討が必要となる。 

 

（３）動植物性残さ（梅漬調味廃液） 
（ａ）現在の状況 

 梅漬製造工程で発生する不要となった調味液である。平成14年度に発生した約1万4千トンのうち、

リサイクルや家畜飼料として有効利用されたものは約 9千トン、陸上処分されているものはごく一部

あり、海洋投入処分されているものは約 5千トン（和歌山県漬物組合連合会会員 95社の調査による。

会員外の発生量等は不明。）である。 

（ｂ）評価 

 附属書Ⅰの「天然に由来する有機物質」に該当すると判断され、96年議定書を締結後も海洋投入処

分を検討することができる。 

 発生量の多くが有効利用され、また一部陸上処分も行われており、海洋投入処分を中止するに当た

っての技術的な障害はないと考えられるが、廃棄物を発生する者の数が比較的多く、またその多くが

零細業者であることから、体制の整備を進め、海洋投入処分の中止に向けて取り組んでいくことが必

要である。 

 なお、海洋投入処分を継続せざるを得ない場合にあっても、今後は附属書Ⅱに基づいた潜在的影響

等の検討が必要となる。 

 

（４）家畜ふん尿 
（ａ）現在の状況 

 平成１４年度に発生した約 9,030 万トンのうち、たい肥として陸上で利用及び処理されたものは約

9,029万トン、海洋投入処分されたものは約 4.2千トンである。海洋投入処分を行ったのは２戸の畜産
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農家である。 

（ｂ）評価 

 附属書Ⅰの「天然に由来する有機物質」に該当すると判断され、96年議定書を締結後も海洋投入処

分を検討することができる。 

 しかし、海洋投入処分を行っている廃棄物の発生者は畜産農家２戸のみであり、それ以外の農家か

らの発生する廃棄物の多くが有効利用され、また一部陸上処分も行われており、海洋投入処分を中止

するに当たっての技術的な障害はないと考えられることや、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の

促進に関する法律」により家畜排せつ物の適切な管理体制の整備が進められていることも踏まえ、早

期に必要な体制を整えて海洋投入処分を中止することは可能であると考えられる。 

 なお、海洋投入処分を継続せざるを得ない場合にあっても、今後は附属書Ⅱに基づいた潜在的影響

等の検討が必要となる。 

 

（５）その他 
現時点で海洋投入処分が実施されている産業廃棄物のうち、上述した以外の品目については以下の

とおりである。 

下水汚泥：2005年度中に海洋投入処分を取りやめる予定となっており、今後海洋投入処分は行われ
ないものと考えられる。 

砂糖製造業廃糖蜜廃液：2003年中に海洋投入処分を取りやめる予定となっており、今後海洋投入処
分は行われないものと考えられる。 
焼酎の蒸留粕：2004年までに海洋投入処分を取りやめる予定となっており、今後海洋投入処分は行
われないものと考えられる。 
動植物性残さのうちかんきつ缶詰製造時の残さ（内皮・すじ・有機物）、外皮：2004 年中に海洋投

入処分を取りやめる予定となっており、今後海洋投入処分は行われないものと考えられる。 

 

４－３ 水底土砂 

（ａ）現在の状況 

 しゅんせつされた水底土砂は、その大部分が港湾埋立、養浜、干潟造成、覆砂等に有効利用され、

一部について海洋投入処分が行われている。港湾（漁港を含む）におけるしゅんせつ工事によって発

生するしゅんせつ土砂のうち海洋投入処分されたものは年間約 200～300万トン程度である。 

（ｂ）評価 

 附属書Ⅰの「しゅんせつ物」に該当すると判断され、96年議定書を締結後も海洋投入処分を検討す

ることができる。 

 基本的には、港湾埋立、養浜、干潟造成、覆砂等に有効利用されるが、有効利用が不可能であるも

のが海洋投入処分されている。量が多いことや、港湾整備等の状況により必ずしも全量を有効利用で

きるとは限らないことから、今後とも海洋投入処分を継続せざるを得ないものと考えられるが、今後

は、有害物質を含むもの等を除いた、現在の一般水底土砂のみを海洋投入処分できるものと限るべき

である。 

なお、海洋投入処分に当たっては、今後は附属書Ⅱに基づいた潜在的影響等の検討が必要となる。 
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５．今後の廃棄物等の海洋投入処分管理制度の在り方 

５－１ 制度の基本骨格についての考え方 

（１）海洋投入処分許可の申請主体 
許可の申請主体に関しては、申請において廃棄物発生量や海洋投入処分量の最小化努力を明らかにす

る必要があることや、「汚染者負担原則」等を考慮する必要がある。 

そこで、申請主体については、以下のように考えられる。 

○ 許可の申請主体は、廃棄物等についての十分な情報を持ち、かつ、その発生量の削減

や投棄場所の選択等を実施可能な立場にある「排出事業者」とすることが適切である。 

なお、ここでいう「排出事業者」は必ずしも単独である必要はなく、廃棄物発生量抑制や潜在的影響

の検討等に取り組む観点から見て合理的な集団であれば、複数の排出事業者の集合体であってもよいと

考えられる。 

 

（２）海洋投入処分許可の審査主体 

新たな許可制度の全体像を踏まえると、審査主体には、 

（ａ）廃棄物等抑制の取組状況（発生量、海洋投入処分量の削減） 

（ｂ）廃棄物等と投入海域の特性等を踏まえた潜在的影響の検討結果と監視計画 

（ｃ）海洋投入処分実施中(及び後)の監視結果 

等の審査が求められる。 

このうち、（ｂ）及び（ｃ）は、沖合大深度海域に関わる場合があること等から、地方公共団体の審

査にはなじみにくい側面がある。一方、（ａ）については、廃掃法等に基づく既存制度との整合を図る

必要があり、これらの制度における地方公共団体の役割を考慮する必要があると考えられる。また、制

度の簡素化、審査手続の一元化による申請者側の便宜等を併せて考慮する必要がある。 

そこで、許可の審査主体については、以下のように考えられる。 

 

① 審査主体は国とすることが適切である。 

② ただし、廃棄物等の発生量の抑制（最小化）等の審査に関しては、これと密接に関係

する制度が既に存在しており、かつ、それらにおいては、地方公共団体が主要な役割

を担っていることを踏まえ、必要に応じて地方公共団体との連携を確保できる仕組み

とし、これらの既存制度との整合を図る必要がある。 
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（３）市民関与の在り方 

新たな制度における市民関与については、透明性の確保などを基本とし、陸上等での開発行為のよう

に「関係地域」の概念を導入することが困難な面があることを踏まえる必要がある。 

そこで、市民関与の在り方については、以下のように考えられる。 

① 透明性の確保、説明責任の遂行、海洋環境に係る情報の集約等の観点に留意しつつ、

市民関与の機会を確保する必要がある。 

② 制度化に当たっては、既存の法制度が採用している市民関与の方法なども参考としつ

つ、情報の公開と意見聴取の範囲を国民一般に定めるなど、適切な市民関与の在り方

を定める必要がある。 

なお、具体的な関与の方法としては、制度を創設する段階においてパブリックコメントを求めること

や、個別の許可申請・許可について、潜在的影響に係る検討結果等の情報を含めて、インターネット等

を通じて情報を公開し、自由に意見を述べることができるシステムを構築すること等が考えられる（参

考資料５）。 

 

（４）許可の有効期間 

附属書Ⅱは、「許可は、監視結果及び監視計画の目的を考慮し、定期的に見直されるべき」としてお

り、定期的な許可更新制度が求められる。 

許可の有効期間については、海洋投入処分の累積的な影響についての検討も必要となること、潜在的

な影響の検討やその結果の審査等に一定期間を要すること、沖合大深度海域では仮に大きな影響が生じ

た場合にも投入した廃棄物等の回収が実質上不可能であること等を踏まえ、現実的に実行可能な範囲で

適切な期間とする必要がある。 

そこで、許可の有効期間については、以下のように考えられる。 

① 実態を適切に把握しながら処分を実施するためにも、許可の有効期間はあまり長期と

ならない適切な期間とする必要がある。 

② ただし、許可期間は一律に定めてしまうのではなく、各品目の特性や海洋投入処分計

画等を勘案しつつ、柔軟に定めることができる仕組みとする必要がある。 

 

５－２ 附属書Ⅱが求める仕組みへの対応の考え方 

（１）廃棄物抑制審査等 

附属書Ⅱは、海洋投入処分を予定する廃棄物等について、 

（ａ）廃棄物等抑制審査（WASTE PREVENTION AUDIT） 

：廃棄物等の発生源での発生抑制・削減策の立案及びその計画的実施 
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（ｂ）廃棄物等管理手法の検討（CONSIDERATION OF WASTE MANAGEMENT OPTIONS） 

：発生した廃棄物等に関する、再利用・リサイクルの可能性、陸上処分等他の処分方法の検

討 

を実施し、当該廃棄物等の海洋への排出は「やむを得ない処分である」ということを証明できたもの

についてのみ、海洋投入処分の許可を発給する制度を設けることを求めている（ただし、浄化槽に係

る汚泥・し尿及び水底土砂については、廃棄物等発生量の最小化という考え方がそのままでは当ては

まらないとも考えられる。）。 

また、廃棄物等の海洋投入処分が海洋環境へ与える潜在的な影響を適切に評価し、その処分が適切

であるか否かを判断するために、海洋投入処分許可の申請に当たり当該廃棄物等の性状を十分に把握

することを求めている。 
これらのことから、廃棄物等抑制審査等については、以下のように考えられる。 
 

① 排出事業者が以下の事項について申請時に明らかにする仕組みを設ける必要がある。 
a.廃棄物等の種類と発生過程、発生量等の検討 
b.海洋投入処分量の最小化の検討 
 ⅰ 廃棄物等の発生量削減の検討 
 ⅱ 廃棄物等の有効利用等による海洋投入処分量削減の検討 
c.廃棄物等の性状の検討 

② これらの検討の着実な実施とその結果の客観的な審査を可能とするためには、排出事

業者に対して削減数量等を可能な限り定量的に記述するように求めていくことが必要

となる。なお、その際、製造工程から生じる産業廃棄物と、浄化槽に係る汚泥・し尿

及び水底土砂では、発生形態等に差異があることについての配慮が必要である。また、

これらの検討の着実な履行を求めるためには、国が、ガイドライン等によって具体的

な検討内容等を明確にしておくことが適当である。 

③ 併せて、排出事業者から提出された内容を的確に審査するために、国は、当該廃棄物

あるいは類似廃棄物の再利用、リサイクル、減量化等に関する技術情報等を収集・整

理しておく必要がある。 

 

（２）行動基準 

行動基準は、それを超える場合には原則として投棄を禁じること等を判断するために設けるべきと

されている基準である。わが国では有害物質に係る判定基準を設けており、96年議定書の求める行動

基準について最低限の仕組みは既に導入されていると考えられる。 

96年議定書締結後も海洋投入処分の継続が予想される廃棄物等については、附属書Ⅱの求めるとこ

ろにより、有害物質などに係る適切な判定基準を維持・導入する必要がある。 

このため、わが国において今後も当面海洋投入の継続が考えられる廃棄物等の国内法上の規定ぶり

と附属書Ⅱとの整合につき検討を行った（参考資料６）。 

その結果によれば、判定基準については、以下のように考えられる。 
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① 96 年議定書締結後も海洋投入処分が継続する可能性のあるもののうち、現時点で有
害物質に係る判定基準が適用されていない廃棄物は浄化槽に係る汚泥・し尿のみで

ある。浄化槽に係る汚泥・し尿については、有害物質の含有量に基づいた判定基準

を新たに設定することが必要である。 

② 特定水底土砂・有害水底土砂・指定水底土砂の判定基準については、海洋投入処分

の可否を判断するための基準として統合し一本化することが必要である。 

③ 96 年議定書の要請からして、将来的には、海洋生態系保全の観点を加味した判定基
準の確立について検討していくことが必要である。 

 

（３）排出海域の選択 

１）排出海域設定に関する基本的な考え方 

わが国の現行法は、国が海洋投入処分し得る廃棄物等の品目毎に排出海域を定め、排出事業者（ま

たは排出を請け負う処理事業者）がその大枠内で具体的処分地点を選択して排出する仕組みとなって

いる。この排出海域は、廃棄物の性質を海洋還元型と非還元型とに区分した上で、それぞれ以下のよ

うに設定している。 

（ａ）海洋還元型の廃棄物等：水産動植物の生育環境及び海洋環境として重要な沿岸海域に影響を与

えることがないように配慮しつつ、その海洋還元を促進するために、海流の状況等を考慮し、

廃棄物が拡散されやすい海域 

（ｂ）非還元型の廃棄物等：やむを得ず海底空間を処分場所として使用するという考え方のもとに、

水産動植物の生育環境及び漁業に影響がないこと、海底ケーブルが敷設されていないこと、沈

降する過程において散乱しにくいこと等の条件をみたす海域であり、かつ、モニタリングの必

要性から限定された海域 

この排出海域設定に関する基本的な考え方は 96 年議定書を踏まえた新たな海洋投入処分許可制度

の下でも踏襲し得ると考えられる。ただし、96年議定書附属書Ⅱを遵守するためには、具体的な投入

地点につき潜在的影響の検討が適切になされることを担保する必要がある。このことを勘案した場合

には、現行制度のみでは検討が不足しており、その仕組みを変更する必要がある。その際、96年議定

書が定める「汚染者負担原則」を踏まえると、潜在的影響の検討を実施するに当たって生じる費用等

の負担は海洋投入処分を選択する排出事業者が負担することが適切である。 

これらのことから、排出海域設定に関する基本的な考え方については、以下のように考えられる。 

① 廃棄物等の排出海域については、国が、これまでの海域設定の在り方を尊重しつつ、

合理的な海洋利用の観点と、一般的な海洋環境の概要、海洋投入処分が予定される

廃棄物等の一般的な性状等から、廃棄物等の品目毎に排出海域を包括的に定め、海

洋投入処分を企図する排出事業者が、該当する海域区分の中から投入処分を実施し

ようとする海域（投入地点）を選定して潜在的影響の検討を実施した上で処分地点
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を選択する方法とすることが適切である。 

② ただし、現在の排出海域については適宜その設定の見直しを行うことが適切である

（詳細は後述）。 

２）現在設定されている排出海域の見直し 

（ａ）Ａ海域の廃止 

A海域は、 

i 特定水底土砂及び有害水底土砂の固型化処理物 

ii 環境大臣が指定する一般廃棄物（人の健康に重大な被害を生じさせるおそれがあるもの）

の処理物 

の排出海域として設定されているが、1981 年以降、A 海域では i の排出は行われていない19。また ii

の環境大臣指定もなされていない。 

96年議定書は、行動基準の上限値を超える廃棄物等の海洋投入処分を禁止しているのみならず、附

属書Ⅰにて固型化処理物の処分自体を認めていないと解されることから、議定書締結後は上記 i を海

洋投入処分することはできない。 

上記 iiは緊急避難的制度であり、96年議定書も「緊急避難として附属書Ⅰ及びⅡの適用を除外する」

ことを規定している。しかし、緊急避難としての海洋投入処分はあくまでも例外的手段であり、その

ための排出海域を恒常的に定めることは必ずしも適切でないと考えられる。 

これらのことから、A海域については、以下のように考えられる。 
 

① 有害物質を判定基準値以上含む廃棄物等（固型化処理したもの）の排出海域として

設定されているA海域は廃止することが適切である。 

② 緊急避難時の廃棄物等の排出海域として、廃棄物等の性状や危険性等に応じて、的

確かつ迅速な対応を可能とする仕組みを新設することが適切である。 

 

（ｂ）Ｂ、Ｃ及びＦ海域の設定の見直し 

わが国における現行の排出海域のうち、Ｂ海域は距岸 100海里程度の水域に矩形状に設定され、Ｃ

海域は原則として各国の領海基線から 50海里以遠と設定されている。Ｆ海域は実質上すべての海域と

されている。 

すなわち、現行の排出海域設定では、法的には、他国の経済水域や公海であってもＣ海域あるいは

Ｆ海域に該当し、廃棄物等の排出が可能である。しかし、これは 96 年議定書が立脚する海洋環境保
全の考え方、及び附属書Ⅱが定める監視の実現可能性にそぐわない上、国連海洋法条約が発効してい

る今日では、このような制度は明らかに国際的な認識になじまない。そこで、C海域及びF海域の範

                                                        
19 但しＡ海域はＢ海域に包含されるものであるため、Ｂ海域としての利用はある。 
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囲をわが国が海洋環境保全の管轄権を有する EEZ20 に相当する海域内に限定することが適切である
と考えられる。 
これらのことから、Ｂ、Ｃ及びＦ海域の設定の見直しについては、以下のように考えられる。 
 
○ Ｃ海域及びＦ海域の外縁は、わが国の排他的経済水域（Exclusive Economic Zone：

EEZ）に相当する海域内にとどめることが適切である。 
 

（４）排出方法 

現在は海防法施行令により、排出方法と排出海域が一体となって定められている。 

現時点でこの仕組みを大幅に修正する必然性は認められず、現行の排出海域制度を基本的に存続さ

せるのであれば、排出方法についても一体的に存続させることが適切と考えられる。 

ただし、将来的には、技術的な進展を踏まえてより積極的な環境保全措置が採用できる弾力的な制

度にする必要性がないか、検討することも考えられる。 

これらのことから、排出方法については、以下のように考えられる。 

 

① 現行の排出海域制度を基本的に存続させる場合には、排出方法についても原則とし

て維持するのが適切である。 

② 将来的には、技術的進展を踏まえつつ、排出事業者が潜在的影響の検討結果を踏ま

えて適切な排出方法を選択し得るといった弾力的な制度にすることも考えられる。 

 

（５）潜在的影響の検討等 
附属書Ⅱまたは一般WAGは、廃棄物等の海洋投棄に先立ち、 
（ａ）現況把握（廃棄物等の投入海域の状況を事前に把握すること） 

（ｂ）影響仮説の設定 

（ｃ）影響予測・評価 

（ｄ）監視計画の策定 

を求めている。したがって、汚染者負担原則を踏まえつつ、また、その内容を一定の水準で確保する

必要があること等も考慮して、これらを適切に実施する必要がある。 
その際、特に以下の点を考慮する必要がある。 

（ａ）既に継続して投入処分が実施されている場合、中間段階での調査・評価となることを踏まえ、

廃棄物等の特性（海洋還元型、非還元型の別）の違いを考慮しつつ、累積的影響を評価するの

か、新たに行われる（＝許可申請する）処分の影響に限定して評価するのかを予め定めておく

こと 

（ｂ）一部であっても定量的な評価が可能なものは、これを実施すること（例えば処分後一定時間

                                                        
20 排他的経済水域（Exclusive Economic Zone：EEZ）とは、沿岸国の領海に接続する水域であって、その国に漁業や天然資源開発、人工物
設置等の権利を認める一方、沿岸国が当該海域の海洋環境保全の管轄権を有する海域を指す（国連海洋法条約 56条 1項）。このEEZ
は各国の領海基線から最大で 200海里の範囲内とされている（57条） 
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経過後の濁度）。 

（ｃ）有害物質濃度等の予測・評価については、「判定基準への適合」と矛盾しないように制度を整

備すること。そのためには、判定基準項目以外で当該廃棄物を特徴付けている物質に評価対象

を絞ることや、海底への蓄積に評価を絞ること等が考えられる。 

（ｄ）監視結果は、許可更新の審査の際の基礎情報となるものであるため、監視計画における監視

の対象には、廃棄物等の性状、判定基準への適合状況、投入量、投入日時、投入海域及びその

状況と影響仮説の検証結果等を含めること。 

なお、海洋環境の保全上支障のないことが基本となるが、海洋環境には未知の部分も多く、全てを

定量的な基準にて評価することは困難である。一方で、予防的取り組みを求める 96年議定書の考え方

からすると、潜在的な影響の検討を行わずに海洋投入処分を実施することは許されない。 

このため、上述の検討結果については、基準値への適合等によって単純にその妥当性を判断するよ

うな仕組みとすることは困難であり、その審査には専門的かつ総合的な判断が求められる。 

 

一方、廃棄物等を少量のみ海洋投棄する場合、当該廃棄物等の有害性等が明らかにされていること

を前提とし、それが判定基準に適合していること等が確認できているとすれば、仔細な潜在的影響の

検討等を実施するまでもなく、海洋環境への影響は十分小さいと判断できる可能性もある。 

 
このため、潜在的影響の検討等については以下のように考えられる。 

① 排出事業者が、上記（１）の廃棄物抑制審査等の事項に加えて、以下の事項について

十分把握・検討した上で、その結果を申請時に明らかにする仕組みを設ける必要があ

る。 
a.投棄予定海域の現況 
b.廃棄物等の海洋投棄による潜在的影響 
 ⅰ 影響仮説の設定 
 ⅱ 影響予測・評価 
c.監視計画 

② 排出事業者に対して、これらの検討の的確な履行を求めるためには、国が、法令また

はガイドライン等によって具体的な検討内容、検討手法、監視項目、許可の要件等を

明確にしておくことが必要である（その際、上記配慮事項に留意すること）。 

③ また国は、制度の的確な運用等のため、必要な情報を収集・調査し、それらを広く提

供する仕組みを設けるべきである。 

④ 排出事業者から提出された検討結果を審査する際には、国は、必要に応じ、専門家の

意見などを取り入れて、審査の妥当性・客観性を確保するべきである。 

⑤ なお、免除基準（海洋環境への過大な負荷は発生しないものと評価できる基準）を設

定し、これを満たす処分については、潜在的影響の検討を免除する仕組みを設けるこ

と、または、一定の基準を満たすものについては簡易な検討を認めること等について

も、その妥当性につき、制度導入の段階でさらに検討する必要がある。 
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なお、免除基準を決定する際には、以下の点に留意する必要がある。 

（ａ）廃棄物等の排出実態や特性等を踏まえ、海洋環境への潜在的影響を想定しつつ、過度に検討

の対象から外れることのないように設定すること 

（ｂ）個別の排出事業者の投入量が少量であっても、複数が同一海域に排出すれば、海洋環境への

影響の懸念が生じることを考慮すること 

 

（６）監視 
附属書Ⅱは、 

（ａ）許可条件が遵守されていること（compliance monitoring） 

（ｂ）許可審査時及び投入地点選択時の検討が環境保全及び健康保護の観点から正確かつ十分であ

ったこと（field monitoring） 

を実証するために監視（モニタリング）を行うことを求めている。また、締約国には「単独で、又は

他の締約国や国際機関と協力して海洋の状態を監視すること」が義務付けられている（96年議定書本

文第９条第 1項の 3）。 

汚染者負担原則からして、上記（ａ）、（ｂ）の監視活動は排出事業者によって実施される必要があ

る。 

しかし、排出事業者による監視だけでは、複数の排出事業者の処分に起因する複合的影響や、最新

データに基づく排出海域設定の妥当性及び更新の必要性に関する検証等、排出海域全体に生じる可能

性がある広域的な影響を監視するには十分ではない。 

そこで、このような影響を広域的かつ総合的に監視する観点から、国による独自の海洋環境の監視

が実施される必要がある。また、国は、海洋環境保全全般について責任を有していることにも留意す

る必要がある。 

なお、排出事業者が監視計画に基づいて実施した監視結果は、発給された許可の妥当性を担保し、

あるいは再許可発給に係る検討資料として活用されるべきものであり、許可発給主体である国に対し

て定期的に報告される必要がある。 

 

これらのことから、監視については、以下のように考えられる。 

① 排出事業者による監視と併せて、国においても、制度を的確に運用し、海洋環境全般

を監視する観点から、海洋投入処分が行われている海域等についての調査・監視を充

実していく必要がある。 

② 排出事業者が実施した監視結果は、再許可申請時はもとより、調査実施後速やかに、

年１回程度以上の頻度で、潜在的影響の検討結果等の審査主体たる国に報告されるよ

う制度化する必要がある。 

③ 国は、排出事業者から報告された監視結果及び自らが実施する監視結果等に基づいて、

排出事業者が申請時の条件（計画）に従って海洋投入処分を実施していること、海洋

投入処分の影響が当初予測評価された範囲に収まっていること、許可時には予測し得

なかった影響が当該処分により生じていないことを確認する必要がある。 
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④ なお、監視結果から、許可時に予測・評価されたものよりも重大な環境影響が生じて

いるおそれがある、あるいは予測外の影響が生じているおそれがある（影響の懸念が

拭えない）と判定された場合の措置の在り方について、予め定めておくことが必要で

ある。またそのためにも、国は、監視結果の評価基準の確立に努める必要がある。 

 

（７）許可の見直し・更新制度 
附属書Ⅱは、有期限の許可の発給を求めていることから、当該処分が継続する場合に備えて、適切

な許可更新制度を設ける必要がある。許可更新に当たっては、廃棄物等の発生の抑制、海洋投入処分

量の削減に対する取組の履行状況に加えて、潜在的影響に関する監視・評価結果が重要であり、以下

の点に留意する必要がある。 

（ａ）従前の許可に基づく処分で想定外の影響が生じておらず、影響仮説の内容が妥当であると判

定される必要がある。 

（ｂ）海洋還元型の廃棄物等の場合、処分量が増加しない（排出速度が増加しない）のであれば、

同一海域における同一廃棄物等の処分は影響を生じさせないものとみなし得る。したがって、

従前の許可の下での監視結果において海洋環境の変化等が認められないと判断できるのであ

れば、許可更新申請時には検討内容を簡略化することが可能と判断できる。 

（ｃ）非還元型の廃棄物等の場合は、主として海底への蓄積（堆積）を予定しているのであり、た

とえ従前の許可の時点で影響が生じていなかったとしても、許可更新に伴う新たな蓄積によ

りそれまでには見られなかった影響が発生する可能性を否定できない。したがって、許可更

新申請時にはあらためて潜在的影響（特に同一海域において処分する場合は累積的影響）を

検討する必要があると判断できる。 

（ｄ）なお、廃棄物等の発生抑制技術の進展、再利用技術の進展等、海洋投入処分に係る周辺状況

の変化を踏まえる必要がある。 

このため、許可の見直し・更新については、以下のように考えられる。 

① 廃棄物等の発生抑制技術、再利用技術の進展等、海洋投入処分に係る周辺状況の変化

を踏まえて許可を定期的に見直し、適切な場合にのみ許可を継続する、許可の見直し・

更新制度を設ける必要がある。 

② また、国は、排出事業者が監視結果等を活用して再許可手続が円滑に進められるよう、

従前の許可期間における監視報告の審査結果、廃棄物等の特性等を考慮に入れた、許

可更新要件を予め定める必要がある。 

 

５－３ その他の必要な措置 

その他、96 年議定書に定められ、対応が必要となる事項としては、「陸上に起因する廃棄物の洋上

焼却の全面禁止」（本文第５条）及び「内水21適用又は内水における効果的な措置の実施」（同７条）

                                                        
21 国連海洋法条約第８条において、内水は「領海基線（沿岸国が領海の幅を測定する根拠となる基線）より陸地側の水域」と定められて
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がある。 

このうち、洋上焼却については、96 年議定書は、内水以外の海域では全面禁止としている。また、

内水については、自国の裁量により、議定書上の規定を適用するか、または他の効果的な措置を取る

べきことが定められている。 

一方わが国では、2000年の実績として、年間 25トンの木くず（Bark and chips）が洋上焼却されて

いる。なお、ロンドン条約に基づき投棄等の実績を報告している国の中で洋上焼却を実施しているの

はわが国だけである。 

これらのことから、洋上焼却については、以下のように考えられる。 

① 領海基線より外側（内水の外）では陸上に起因する廃棄物の洋上焼却を禁止する必要

がある22。 

② さらに、内水での洋上焼却についても、速やかに中止するように措置を講ずることが

適切である。 

 

                                                                                                                                                                          
いる。 
22 なお、船舶において船員等の活動や運輸・漁業活動等の業務に伴い発生する廃棄物の焼却処理等については、MARPOL条約によって規
制措置が定められている。これらの廃棄物の焼却処理等の取り扱いについては、同条約の規定に基づいて、別途措置される必要がある。 
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おわりに 
 

海は、人類のみならず、この地球上に生息するすべての生命を育んだ、かけがえのない

存在である。それ故、その海の利用には、海に対する畏敬の念、繊細な生態系に対する細心

の配慮、世界共同体の一員としての自覚と責任ある振る舞いが求められる。 

 

そうした認識の下に、アジェンダ２１でもその必要性が指摘された、「予防的取り組み

（precautionary approach）」の原則に基づいて、96 年議定書が採択された。これは、影響があ
る行為を避けようとするのではなく、影響がないことが明らかでない行為は避けるべきである

との考え方に立脚する、より積極的な海洋環境保全の考え方である。そして、2002 年にヨハ

ネスブルグで開催された「開発と環境に関する世界サミット」の行動計画では、96 年議定書を

含む国際海事機関（ＩＭＯ）の合意文書を批准し、実施するように要請された。 

 

本専門委員会では、96 年議定書の締結に向けた、今後の廃棄物の海洋投入処分等の在

り方について検討してきた。96 年議定書が、上述のような理念のもとで策定された国際的枠

組であることを考えたとき、わが国がその締結に向けて新たな廃棄物等管理制度を導入し、

より一層の海洋環境保全に着手することには、極めて大きな意義があるというべきである。

それは、単に 96年議定書の締結のための責務を果たすにとどまらず、海洋環境保全の必要

性や意義に対する国民各層の深い理解と、それに裏打ちされた幅広い実践とにつながる、

第一歩となるべき取組である。 

 

わが国では、既に現行法制において、廃棄物処分に係る「陸上処分の原則」が打ち立てら

れ、その原則に基づく努力が積み重ねられてきている。また本専門委員会としても、96 年議

定書への対応等の観点から、関係業界、関係省庁等による廃棄物等の陸上処分移行等に向

けた努力の実情を検討・評価してきたが、その結果、多くの分野において96年議定書の意義

が十分に理解され、海洋投入処分削減・中止に向けた努力が重ねられていることを理解した。

本専門委員会はこれらの努力を高く評価するものである。 

 

しかし一方で、こうした努力が十分でない分野が残されている。そうした分野では、陸上処

理が現状では困難であるという理由のみで、短絡的に海洋を廃棄物等の投入処分先として

おり、海洋環境に対する潜在的な影響等への配慮はほとんどされていない。 

特に、「第二次大戦に起因する不発弾」については、国によってその処理体制が確立され

ないままに、問題が「たらい回し」にされて海洋に投棄され続けるおそれがある。諸外国では

同様の不発弾はほぼすべて陸上処分されており、その陸上処分に技術的に問題があるとは

認めがたい状況であるにもかかわらずである。 

こうした事態が継続する限り、96 年議定書を締結することはできず、わが国は国際社会か

ら取り残されることとなる。 

それ故、本専門委員会は、これらの廃棄物等の陸上処分への早期移行を強く訴えるもの

である。言うまでもないが、海は「ごみ処分場」ではないのである。 
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本専門委員会としては、残された課題を早期に解決し、96 年議定書締結に向けた国内体

制を速やかに確立して、先に述べた第一歩を現実のものとして踏み出すべきであると確信し

ている。 

この報告書の趣旨が十分に尊重され、中央環境審議会答申が取りまとめられることを希求

して止まない。 
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参考資料１ 

ロンドン条約及びロンドン条約 96年議定書の概要 

１．ロンドン条約の概要 

正式名称；1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約 

目  的；海洋投棄による海洋の汚染を防止すること（注1）。 

経  緯；1972年 11月に採択され、1975年 8月に国際発効。わが国は、1973年に署

名し、1980年 10月に批准書寄託、同年 11月に国内発効。その後の世界的な

海洋環境保護の必要性への認識の高まりを受けて、1993年 11月に附属書Ⅰ

及びⅡが改正され、1994年 2月 20日から発効した。同改正により、1996年

1月 1日から、産業廃棄物の海洋投棄は、原則禁止となった。 

わが国では、同条約の求めるところを「海洋汚染及び海上災害の防止に関

する法律」（以下「海防法」と略す）および「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律」（以下「廃掃法」と略す）に盛り込み、廃棄物の海洋投入処分等の

適切な管理を行ってきた。 

条約の概要；本文、３つの附属書及び付録からなる。 

現行ロンドン条約　本文

：目的 陸上発生の廃棄物等の投棄による海洋汚染の防止

：主要条項 
① Ⅰ　 附属書 に掲げる廃棄物等の投棄を禁止
② Ⅱ 、　 附属書 に掲げる廃棄物等の投棄には 事前の特別
許可を要す

③　 他の全ての廃棄物等の投棄には事前の一般許可を要
す

④ 、 Ⅲ　 いずれの許可も 附属書 に掲げる全ての事項に慎
重な考慮が払われた後でなければ与えてはならない

Ⅰ附属書 

① 、 、 有機ハロゲン化合物 水銀及び水銀化合物等 
7項目の物質及びこれらを含有する廃棄物その
他の物の投棄禁止

② 1996年1月1日以降の産業廃棄物の投棄禁止
（ 、 ） ただし しゅんせつ物等の6品目を除く 

③ 産業廃棄物及び下水汚泥の洋上焼却の禁止
④ 放射性廃棄物の投棄禁止

Ⅱ附属書 

① 、 砒素 ベリリウム等を相当量含む廃棄物等の投
棄には特別許可を要す

② 、 コンテナ 金属くず等の巨大廃棄物で漁労や船
舶航行の重大な障害になるものの投棄には特
別許可を要す

Ⅲ附属書 

。許可を与える際の考慮事項 投棄されるものの特
、性及び組成 投棄場所の特性及び投棄方法等

 
図 1 現行条約の概要 

 

                                                        
1
ただし、船舶等の洋上施設において発生した廃棄物等の投棄については、別途「1973年の船舶による海洋汚染防止の
ための国際条約に関する 1978年の議定書」（通称；MARPOL条約）により管理されている。 
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２．96年議定書の概要 

1996 年 11 月、ロンドン条約の規制内容を更に強化することを目的として、「1972

年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の 1996年の議定書」

（以下「96年議定書」と呼ぶ。）が採択された。 

この議定書はロンドン条約締約国 15カ国を含む 26カ国以上の批准または加入の後、

30 日目に発効することとなっている（2003 年 10 月現在：18 カ国、うち現行条約締約

国は 15カ国）。 

目  的；現行条約と実質的に同じ。 

議定書の概要；海洋投棄および洋上焼却を原則禁止とし、海洋投棄を検討できるものを

限定列挙する方式を採用すること（附属書 I）、海洋投棄する場合にはその

影響の検討等に基づいて許可を発給すること(附属書 II)を明確化。 

また、附属書 IIの実行ガイダンスとして、別途、一般WAG（一般的な評価

ガイドライン）及び品目WAG（個別品目毎の評価ガイドライン）が定めら

れている。 

 

96 年 議 定 書　本 文

：目的 陸上発生の廃棄物等の投棄による海洋汚染の防止

：主要条項 
① Ⅰ　 附属書 に掲げる廃棄物等を除き投棄を禁止
②　 洋上焼却を禁止
③　 予防的取組み及び汚染者負担原則の明示
④ Ⅰ 、 Ⅱ　 附属書 に掲げる廃棄物等の投棄には 附属書 に
基づく許可を要す

⑤　 内水適用または内水での効果的措置の採用

Ⅰ附 属 書  

① （ ） 投棄を検討できる廃棄物等 リバースリスト 
、 、 、しゅんせつ物 下水汚泥 魚類加工かす 船

、舶・プラットフォーム 不活性な地質学的無
、 、機物質 天然起源の有機物質 コンテナ等

② 最低限度を上回る放射能を有する上記例外廃
棄物等の投棄禁止

Ⅱ附 属 書  

投棄を検討できる廃棄物その他の物の
評価の枠組み

（ ； ） 廃棄物評価フレームワーク WAF 

ＷＡＧ一 般    
（ ） Waste Assessment Guidelines 

投棄を検討できる廃棄物その他の物の
一般的な評価ガイドライン

ＷＡＧ品 目    

個別の品目毎の評価ガイドライン

※ ・太線枠内が96年議定書
（ ） 一般WAGおよび品目WAGは96年議定書の一部ではない 

、 Ⅲ　 ・この他に 仲裁裁判制度について定めた附属書 が存
（ ）　 　在する 上記図中からは省略 

図 2 96年議定書の概要 
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３．現行条約と 96年議定書との基本的な違い 

・ 現行条約では附属書Ⅰに掲げた廃棄物等を海洋投棄禁止とし、これに該当しないも

の（例外指定されたものを含む）は海洋投棄ができる仕組みとなっていたが、96議

定書では海洋投棄を原則禁止し、議定書附属書Ⅰに掲げた廃棄物等だけが海洋投棄

を「検討してもよい」仕組みとなった（図３）。 

→ これまで、一般廃棄物については海洋投入可能との解釈のもと、①廃火薬類、

②不燃性一般廃棄物、③指定一般廃棄物を海洋投入可能としてきたが、このう

ち少なくとも、①、②は、海洋投入処分を可能とする制度を維持することが困

難となる。 

・ 議定書附属書Ⅱの遵守義務に伴い、各々の廃棄物の海洋投棄が海洋環境にもたらす

影響を予測・評価し、その上で規制当局が許可を発給する仕組み等を整備する必要

が生じている。 

・ 96議定書が定める主な内容は以下のとおりとなっている。 

 

① 附属書Ⅰに掲げる廃棄物等を除き投棄を禁止（第四条第１項） 

② 洋上焼却を禁止（第五条） 

③ 予防的取組み及び汚染者負担原則（第三条第１項２項） 

④ 附属書Ⅰに掲げる廃棄物等の投棄には附属書Ⅱ2に基づく許可を要す

（第四条第２項）

⑤ 内水適用または内水での効果的措置の採用（第七条） 

                                                        
2 議定書附属書ⅡのことをWAF（Waste Assessment Framework）と呼ぶことが多い。 
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廃棄物その他の物

　　　廃棄物その他の物
　　　　　(海洋投棄禁止)

海洋投棄禁止の
廃棄物その他の物

現行条約

96年議定書

：白抜き 海洋投棄可能
：網掛け 海洋投棄禁止

海洋投棄を検討
できる廃棄物等

Ⅰ(附属書 )
産 業 廃 棄 物

産 業 廃 棄 物

 

図３ 条約と 96年議定書とにおける各投棄可能品目のイメージ 
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４．96 年議定書附属書Ⅰの概要 

 附属書Ⅰが定める事項は以下のとおりである。 

（１）海洋投棄を検討できる品目（表１） 

表現に多少の違いはあるものの、現行条約附属書Ⅰに定められた“産業廃棄物の

海洋投棄禁止の例外品目”に該当する（7．の大型廃棄物を除く）。 

（２）投棄を検討する場合の一般注意義務 

環境汚染物質の除去及び漁ろう・航行の重大な障害防止 

（３）低レベル放射性廃棄物投棄の 25年後の見直し規定。 

 

表 1 96 年議定書附属書Ⅰに掲げられた「海洋投棄を検討できる廃棄物」と、現行条約

附属書Ⅰにおける海洋投棄禁止が除外されている廃棄物の比較 

 

96年議定書附属書Ⅰ 現行条約附属書Ⅰパラ 11の除外廃棄物等 
海洋投棄を検討することができる廃棄物その他の物

１．しゅんせつ物 

２．下水汚泥 

３．魚類残さ又は魚類の産業上の加工作業によって

生じる物質 

４．船舶及びプラットフォームその他の人工海洋構

築物 
 
 
 

５．不活性な無機性の地質学的物質 
 
 

６．天然に由来する有機物質 

７．海洋投棄以外の処分が物理的に困難な地域（小

島等）で発生する鉄、コンテナー等から構成され

る物質 
 

海洋投棄禁止から除外される廃棄物その他の物

１．しゅんせつ物 

２．下水汚泥 

３．魚類残さ又は魚類の産業上の加工作業に

よって生じる有機物質 

４．船舶及びプラットフォームその他の人工海

洋構築物。ただし、浮遊する残がいを生じ

させ又はその他の方法により海洋環境の汚

染を増大させるおそれのある物が最大限度

まで除去されていることを条件とする。 

５．汚染されていない不活性な地質学的物質で

あって、その化学的構成物質が海洋環境に

放出されるおそれのないもの 

６．天然に由来する汚染されていない有機物質

← 現行条約は附属書Ⅱで特別許可を要するも

のとして規定。「コンテナー、金属くずそ

の他の巨大な廃棄物であって、海底に沈み、

漁ろう又は航行の重大な障害となるおそれ

があるもの」。地域限定はない。 
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５．96 年議定書附属書Ⅱ（ＷＡＦ） 

・ 96年議定書本文は、附属書Ⅰに示した「海洋投棄を検討できる廃棄物等」を投棄す

る場合には「許可」を必要とすると定めている。また、締約国に対して、許可の発

給及び附属書Ⅱの規定への適合を確保するために、行政上及び立法上の措置をとる

ことを義務付けている。 

・ 附属書Ⅱは“投棄を検討することができる廃棄物その他の物の評価”すなわち、附

属書Ⅰにおいて投棄を検討できるとされた廃棄物その他の物について、個別の海洋

投入処分許可を発給する際に規制当局が考慮する事項を規定している（これを

“WAF”（Waste Assessment Frameworkの略）と通称している）。 

 

附属書Ⅱの記載項目は下記のとおりである； 

96年議定書附属書Ⅱの記載項目 
廃棄物の防止のための審査 

：廃棄物発生量の削減の努力を明らかにする。 

廃棄物管理の選択肢についての検討 

：再利用、リサイクル、無害化などの検討が行われたことを明らかにする。 

化学的、物理的及び生物学的特質 

：投棄する廃棄物の性状を明らかにする。 

行動基準 

：投棄の可否を判断する前提となる基準を国が設ける。 

投棄場所の選択 

：海洋環境ならびに経済的実現可能性を考慮して、投棄場所を選択する。 

潜在的影響の検討 

：海洋投棄等の環境への潜在的影響について「影響に関する仮説」を立案すること

等により比較検討する。 

監視（モニタリング） 

：許可条件の遵守ならびに環境影響につき監視を行うための監視計画を策定する。

許可及び許可基準 

：潜在的影響の検討が完了し、要求される監視計画が確定した後、許可を発給する。

この許可は定期的に見直される。 
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６．廃棄物評価ガイドライン（ＷＡＧ） 

（１）一般 WAG（Waste Assessment Guidelines） 

概  要 

附属書Ⅱ（WAF）の実行上のガイダンス 

附属書Ⅱ（WAF）との関係； 

附属書Ⅱの条文の文言をそのまま用いつつ、それに追加する形式で制定され、

附属書Ⅱの意図するところを敷衍するものとなっている。具体的には下記事

項が記載されている（前掲図 2参照）。 

・投棄場所を選択する際に必要となる情報（一般 WAG パラ 18）、考慮す

る項目（パラ 19～28） 

・潜在的影響を検討する際の指針（パラ 31～36） 

・環境監視（モニタリング）実施時の指針（パラ 41～45） 

・許可発給時の市民参加（パラ 47）、審査主体の考慮事項（パラ 48） 

位置づけ； 

ロンドン条約及びロンドン条約議定書の条項に適合した制度を締約国が構

築するに当たり、締約国を支援するとの意図を持って作成されている。ただ

しWAGは 96年議定書の一部ではないため、各締約国にはWAGの規定どお

りの制度を構築する義務はない。 

一般WAGの手続の要点； 

附属書Ⅰの品目に合致し、海洋投棄せざるを得ない廃棄物であって、その

量が最小化できているものについて、潜在的影響の評価を行い、その結果が

適切であれば個別の許可を発給する。また、投棄後の監視（モニタリング）

の実施についても規定がある。 

（２）品目 WAG 

・一般WAGを受けて、附属書Ⅰに列挙された廃棄物品目ごとに策定 

・個別の廃棄物品目の特性を踏まえてWAGの内容の一部削除や置き換え・

追加等がなされている。 

 

96 年議定書附属書Ⅱおよび WAG に沿った手続の流れを整理すると図４のとおりとな

る。
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　　4. 行 動 基 準  ( ア ク シ ョ ン リ ス ト )
：　　　　　　　　　　　　　 基準値への適合

投棄不可

8. 許 可 発 給

9. 海 洋 投 入 処 分 の 実 施

10. 監 視

YES

廃　棄　物

検討対象外
(他の方法で処分)

11. 許可の更新

（ Ⅰ ）投　棄　可　能　品　目　  附 属 書    

　　5. 投 棄 場 所 の 選 択
　　6. 潜在的影響の検討及び影響仮説の設定
　　7. 監 視 計 画 立 案

　　1. 廃 棄 物 防 止 審 査
　　2. 廃 棄 物 管 理 手 法 の 検 討

：　　　　　　　　　　　　　 十分な減量化が図られているか

　　3. 廃 棄 物 特 性 の 把 握
：　　　　　　　　　　　　　 投棄可能な特性か否か

YES

YES

NO

NO

NO

YES

NO

図 4  附属書Ⅱ及び一般WAGが想定する許可発給の流れ 



参考資料２ 
表 1 1990年代の主要国海洋投入処分実施状況（ロンドン条約事務局に一般許可として報告された実績） 

しゅんせつ物(万トン) 下水汚泥(万トン) 産業廃棄物等（万トン） 

国名＼項目 
1992年 1997年 1999年 1992年 1997年 1999年 1992年 1997年 1999年 

ベルギー 5,060 2,010 2,632 － － － － － － 

デンマーク 430 未報告 未報告 － 未報告 未報告 － 未報告 未報告 

フランス 2,781 未報告 2,150 － 未報告 － － 未報告 － 

ドイツ 4,246 2,001 2,604 － － － － － － 

アイスランド 19 16 79 － － － － － － 

アイルランド 49 63 156 38 2 － 11 0 － 

ポーランド 未報告 33 未報告 未報告 － 未報告 未報告 － 未報告 

ポルトガル 未報告 184 221 未報告 － － 未報告 44*6 46*6 

イタリア 324 未報告 未報告 － 未報告 未報告 － 未報告 未報告 

オランダ 211 1,474 1,399 － － － － － － 

ノルウェー 29 129 63 － － － 27 1 11 

スペイン 443 382 283 － － － 126 － － 

スウェーデン 1 69 42 － － － － － － 

英国 3,012 4,124 5,684 882 966 － 286 0 0 

パナマ 未報告 － 未報告 未報告 － 未報告 未報告 0 未報告 

ロシア 未報告 1 未報告 未報告 － 未報告 未報告 － 未報告 

オーストラリア 580 1,315 980 － － － 0 － － 

中国 4,528 6,573 6,761 － － － 11 27 － 

香港 14,446 2,694 3,971 － － － － 205 － 

日本 1,060 647 663 325 240 189 437 333 292 

韓国 未報告 －*1 435*2 未報告 170万m3+150*1 612*2 未報告 156*1 31*2 

ニュージーランド 256 185 230 － － － － 0 0 

フィリピン － 未報告 未報告 － 未報告 未報告 n.i.*5 未報告 未報告 

南アフリカ 293 379 298 － － － 0 － － 

ブラジル 未報告 未報告 3346 未報告 未報告 － 未報告 未報告 － 

カナダ 663 521 193 － － － 60 242 179 

チリ※7 n.i.*5 － 10 － － － －     － － 

メキシコ 未報告 731 476 未報告 － － 未報告 － 11 

米国 6,732 5,296 5,735 － － － 18※3

(4,795)

－ ※4 

1 
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1. 1992年データは“Final report on permits issued in 1992” (IMO, 1996 ; LC.2/Circ.367)より作成 
2. 1997年データは“Final report on permits issued in 1997” (IMO, 2000 ; LC.2/Circ.405)より作成 
3. 1999年データは“Draft report on permits issued in 1999” (IMO, 2002 ; LC.24/WP.1)より作成 
4. この表には、「許可発給なし」と報告している国は含まれていない。ちなみに 1997年報告では、加盟 77ヶ国 1地域のうち、処分実績の報告があった国が 22カ
国 1地域、許可発給の実績なし 7カ国、未報告の国が 48カ国であった。 

※1 韓国のデータは 1996年のもの（IMO,2002 ; LC.2/Circ.404による）；下水汚泥の報告値は「下水汚泥；170万m3、digested organic waste water；150万トン」に
区分されて報告されている。 

※2 韓国のデータは 1998年のもの（IMO,2002 ; LC.2/Circ.423による） 
※3 米国の産業廃棄物処分量（アメリカンサモア）はガロン表示［カッコ内の斜体数値］で報告されているため、比重を１として重量に換算した。 
※4 米国は魚類加工から生じるスラッジ（アメリカンサモア）を最大 1日 40万ガロン、船舶 5隻(17770トン；海軍の標的船として)、”human remain”の投棄許可

1件を報告している 
※5 1992年のチリのしゅんせつ物、並びに 1992年のフィリピンの産業廃棄物等は、許可件数は報告されているが処分量の実績値は報告されていない（チリのしゅ

んせつ物許可件数は 4件。フィリピンの産業廃棄物等許可件数は、苛性ソーダ 4件、化学品廃棄物 1件） 
※6 ポルトガルの産業廃棄物等の処分実績は”inert geological material”として報告されたものであるが、1997年分は「維持浚渫から生じた砂」であること、1999

年分は「港湾建設に伴って生じた土砂」と報告されており、本来は「しゅんせつ物」として扱うものであることが第 24回締約国会合にて確認されている。 
※7 1997年のチリの報告は特別許可（船舶）のみであるため、一般許可に基づく投棄実績はすべて「－」としている。 
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表 2 主要国の産業廃棄物海洋投棄実績 
産業廃棄物等内訳（各国の申告に基づく区分）と産業廃棄物等投棄量(トン) 

1992年 1997年 1999年 
 

処分品目 投棄量 処分品目 投棄量 処分品目 投棄量 
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ 有機廃液 

食品加工残さ 
廃苛性ソーダ 

107,142 
3,050 
1,500 

魚類残さ 420 － －

ﾉﾙｳｪｰ 天然起源不活性物質 
大型廃棄物 
魚類残さ 

253,310 
52 

14,567 

不活性地質物質 
(コンクリート) 
魚類残さ 

6,000

40

不活性地質物質 113,462

ｽﾍﾟｲﾝ ＴｉＯ2製造残さ 
廃酸 

711,750 
550,371 

－ － － －

英国 廃酸 
燃焼灰 
採炭残土・岩石 

75,604 
80,000 

2,700,000 

魚類残さ 798 魚類残さ 137

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 廃弾薬類 
大型廃棄物 

329 
2,100 

－ － － －

中国 不活性物質及び天然起

源有機物 
113,000 建設廃棄物 

アルカリスラグ 
human remains 

213,000
56,000

(許可14件)

－ －

香港 － － 不活性地質物質 
（建設残土） 

2,050,035 － －

日本 廃火薬類 
製紙関係有機性汚泥 
非水溶性無機性汚泥 
水溶性無機性汚泥 
鉱さい 
廃酸 
廃アルカリ 
製紙関係ばいじん 
製鉄くず 
大型廃棄物 
動植物性残さ 
家畜ふん尿 

796 
636,698 

2,211,275 
23,266 

151,891 
975,499 
311,046 

4,940 
5,092 

445 
3,498 

40,710 

廃火薬類 
不活性地質物質 
  鉱業及び建設廃棄物
天然起源有機物 
  食品加工廃棄物 
  繊維加工廃棄物 
  家畜ふん尿 

672

2,788,781

491,000
2,413

44,667

廃火薬類 
不活性地質物質 
  鉱業及び建設廃棄物 
天然起源有機物 
  食品加工廃棄物 
  家畜ふん尿 

197

2,595,397

273,471
49,206

韓国*1 未報告  家畜ふん尿 1,562,000*1 魚類残さ 
不活性な地質学的物質 

19,500※2

292,500※2

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝ
ﾄﾞ 

－ － 魚類残さ 24m3 魚類残さ 
船舶 

25m3+5ﾄﾝ
(1隻)

南ｱﾌﾘｶ 食品廃棄物 750 － － － －

カナダ 建設残土 
魚類残さ 
大型廃棄物 
魚礁 

489,190 
99,115 
6,556 

679 

建設残土 
魚類残さ 

2,365,000
51,980

建設残土 
塩水 
魚類残さ 

1,690,000
50,000
53,974

米国 魚類加工汚泥 47,945,209 
ｶﾞﾛﾝ 

－ － 魚類加工汚泥 
標的船舶（5隻） 
human remains 

17,770※3

(許可1件)

1. 1992年データは“Final report on permits issued in 1992” (IMO, 1996 ; LC.2/Circ.367)より作成 
2. 1997年データは“Final report on permits issued in 1997” (IMO, 2000 ; LC.2/Circ.405)より作成 
3. 1999年データは“Draft report on permits issued in 1999” (IMO, 2002 ; LC.24/WP.1)より作成 
※1 韓国のデータは 1996年のもの（IMO,2002 ; LC.2/Circ.404による） 
※2 韓国のデータは 1998年のもの（IMO,2002 ; LC.2/Circ.423による） 
※3 許可内容として 1日あたり最大 400,000ガロンとされており、実績総量は報告されていない 
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参考資料３ 
 

廃棄物等の海洋投入処分に関する現行制度 
 
 
１．全体構造 

（１）制度の概観 

わが国では、ロンドン条約1を海防法2および廃掃法3によって制度化して廃棄物等の海洋

投入処分を管理している。 

ロンドン条約上海洋投入処分の対象とされている廃棄物等であって、わが国の現行法の

下で海洋投入処分可能な廃棄物は、①廃掃法上の廃棄物（一般廃棄物および産業廃棄物）、

②水底土砂、③船舶等
4
の三種に大別される。 

 

このうち廃掃法上の廃棄物及び水底土砂については、現行法下では、 

 
 

① 当該廃棄物等が法律上定められた海洋投入処分可能品目に該当すること 

② その品目ごとに定められた判定基準を充足すること 

③ 法律上定められた排出海域で排出すること 

④ 法律上定められた排出方法を遵守すること 

⑤ 処理業許可を受けた処理事業者が、排出船登録をした船で排出すること 

 

という要件を充足した場合に限って海洋投入処分することができる。 

 

この制度は「海洋環境の保全のために必要な事項は、法律制定時にすべて考慮されてい

る。そのため、法律上定められた要件を遵守していれば、海洋投入処分による海洋環境へ

の悪影響は発生しない。」ということを前提とした制度ととらえることができる。 

このしくみを整理すると図 1のようになる。 

 

 

 

                                                  
1 廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約（S48採択、S50発効、わが国は S55批准） 
2 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（S45/12/25法律 136） 
3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（S45/12/25法律 137） 
4 船舶、海洋施設又は航空機（海防法 43条 1項本文） 
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排 出 事 業 者
適正処理義務
削減努力義務

 処 理 事 業 者

廃棄物等

投入処分対象となる
？廃棄物等 

判定基準を
？満たしているか 

YES

処分の委託

YES

排出海域選定
～(A F海域)

廃棄物および排出海域ごと
の排出方法

NO

NO

国

品目指定
：(一廃・産廃 廃掃法)
： ）(水底土砂 海防法 

判定基準設定
：(産廃 廃掃法)
： ）(水底土砂 海防法 

※処理業許可
（ ） 廃掃法 

排出海域設定
（ ） 海防法 

排出方法指定
（ ） 海防法 

排出海域の
モニタリング

海洋投入
処分不可

海洋投入
処分不可

海洋投入処分の実行実績聴取
（ ） 海防法 

排出船登録
（ ） 海防法 

※処理業許可は水底土砂には適用されない  
 
 

図 1 現行の海洋投入処分制度のしくみ 
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２．海洋投入処分可能な廃棄物品目と判定基準 

（１） 一般廃棄物および産業廃棄物の品目と判定基準 

１）品目 

廃掃法は、海防法 10条 2項 4号をうけて、海洋投入処分可能な一般廃棄物および産業廃

棄物の品目を指定している（図 2、図 3）。 
 

「 」火薬類取締法2条1項の 火薬類 

浄化槽汚泥・し尿・廃駆除剤などの除外規定あり

現在は指定品目なし

  (1):廃火薬類

  (3):不燃性の一般廃棄物

  ※　(2):浄化槽に係る汚泥又はし尿

  (4):環境大臣によって指定された一般廃棄物で
　  環境大臣指定の処理方法に従って処理されたもの

海洋投入処分することが可能な一般廃棄物　(廃掃法施行令3条4号イ)

 
 

図 2 海洋投入処分可能な一般廃棄物の品目 
 

※：“(3)：浄化槽に係る汚泥又はし尿”は H14/2/1/をもって海洋投入処分禁止となったが、同日時点で海洋投入処分を
実施していた者に限り 5年を経過する日（H19/1/31/）まで処分を継続し得る（廃掃法施行令平 14/1/17附則 2条）。 

 
 
 

「　 (1):汚泥」 と同一の施設から発生した廃酸・廃アルカリ

　　(1):汚泥

(2): ･廃酸 廃アルカリ

(4):家畜ふん尿

(3):動植物残さ

　建設工事に伴って生じた汚泥 【 】 建設汚泥 

公共用下水道・流域下水道から除去した汚泥

【 】　 下水汚泥 （ ） 指定下水汚泥以外 

　ボーキサイトを原料とする水酸化アルミニウム製造用

　の洗浄施設・ろ過施設から生じた汚泥　【 】 赤泥 

① 農作物を原料とし食用可能な ､アミノ酸 核酸分解物､有機酸 もしくはこれらの塩
類の製造用の発酵液分離施設
② 農作物を原料とし食用可能なエチルアルコール、酵素 またはビタミン類 の製
造用の発酵液分離施設
③イースト製造用の原料処理・濃縮施設
④さとうきびを原料とする砂糖 製造用の濃縮施設
⑤蒸留酒 蒸留施設
⑥リンター懸濁液・蒸着液 の脱水施設

以下の施設から生じた汚泥

海洋投入処分することが可能な産業廃棄物　 １(廃掃法施行令6条 項4号イ)

 
 

図 3 投入処分可能な産業廃棄物の品目 
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２）判定基準 

廃掃法は海洋投入処分可能な一般廃棄物および産業廃棄物の各品目ごとに判定基準を設

定している。判定基準は全ての投入処分可能品目について設定されているわけではない。 

表１ 廃棄物の判定基準 
廃棄物の区分 有機性汚泥 廃酸・ 

廃アルカリ
非水溶性 
無機性汚泥

下水汚泥 【参考】 
指定下水 
汚泥 ※1 

動植物 
性残さ 

家畜 
ふん尿 
※2 

【参考】 
一般 
廃棄物 

具体的な 
廃棄物品目 

・発酵廃液 
・焼酎かす 
・廃糖液 
・リンター蒸煮

廃液 

・発酵廃液 
・焼酎かす 
・廃糖液 
・リンター蒸煮

廃液 

・赤泥、 
・建設汚泥 

指定下水汚

泥以外の下

水汚泥 

（特別管理産

業廃棄物のた

め、海洋投入

処分不可） 

食品加

工残さ 
家畜ふん

尿 
・廃火薬類 
・不燃性廃棄物

・浄化槽汚泥・

し尿 

水素イオン濃度 － 5.0～9.0 － － － － － － 
油分 検液 1lにつき

15mg以下で油
膜を生じない 

試料 1lにつき
15mg以下で油
膜を生じない

検液 1lにつき
15mg以下で油
膜を生じない

検液 1lにつ
き 50mg以
下で油膜を

生じない 

－ 

油膜を

生じな

い 
－ － 

有害物質等 含有量 
(mg/kg) 

含有量 
(mg/l) 

溶出量 
(mg/l) 

－ 
溶出量 
(mg/l) 

－ － － 

ｱﾙｷﾙ水銀化合物 不検出 不検出 不検出  不検出    
水銀又はその化合物 0.025 0.025 0.0005  0.005    
ｶﾄﾞﾐｳﾑ又はその化合物 0.1 0.1 0.01  0.3    
鉛又はその化合物 1 1 0.01  0.3    
有機燐化合物 1 1 不検出  1    
六価ｸﾛﾑ化合物 0.5 0.5 0.05  1.5    
砒素又はその化合物 0.15 0.15 0.01  0.3    
ｼｱﾝ化合物 1 1 不検出  1    
ＰＣＢ 0.003 0.003 不検出  0.003    
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.3 0.3 0.03 基 0.3 基 基 基 
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1 0.1 0.01  0.1    
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.2 0.2 0.02 準 0.2 準 準 準 
四塩化炭素 0.02 0.02 0.002  0.02    
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.04 0.04 0.004 な 0.04 な な な 
1･1ｰｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.2 0.2 0.02  0.2    
ｼｽ-1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.4 0.4 0.04 し 0.4 し し し 
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 3 3 1  3    
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.06 0.06 0.006  0.06    
1･3-ｼﾞｸﾞﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.02 0.02 0.002  0.02    
ﾁｳﾗﾑ 0.06 0.06 0.006  0.06    
ｼﾏｼﾞﾝ 0.03 0.03 0.003  0.03    
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 0.2 0.2 0.02  0.2    
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.1 0.1 0.01  0.1    
ｾﾚﾝ又はその化合物 0.1 0.1 0.01  0.3    
有機塩素化合物 4 4 1  －    
銅又はその化合物 10 10 0.14  －    
亜鉛又はその化合物 20 20 0.8  －    
弗化物 15 15 3  －    
ﾍﾞﾘﾘｳﾑ又はその化合物 2.5 2.5 0.25  －    
ｸﾛﾑ又はその化合物 2 2 0.2  －    
ﾆｯｹﾙ又はその化合物 1.2 1.2 0.12  －    
ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ又はその化合物 1.5 1.5 0.15  －    
ﾌｪﾉｰﾙ類 20 20 0.2  －    
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※1 指定下水汚泥では、上記有害物質基準値に加えて、ダイオキシン類について「試料 1グラムにつき 3ナノグラム以
下」との判定基準値が定められている 
※2 家畜ふん尿では、この他に浮遊性きょう雑物を除去することが定められている。 
 

（２）水底土砂の区分と判定基準 

 

水底土砂の海洋投入処分のしくみを概観すると以下のとおりとなる（図 4）。 

 

特 定 水 底 土 砂

有 害 水 底 土 砂※1

指 定 水 底 土 砂

２表 
判定基準

３表 
判定基準

４表 
判定基準

５表 
判定基準

水 底 土 砂
（ ） 海防法で規定 

下回る　　　　　　　　

下回る　　　　　　　　

上回る

上回る

該当する

該当しない　　　　　　　　　　　　

上回る

A海域へ
固型化して
排出

（ 1981年以降
）　処分実績なし 

C海域へ
排出

（ 1981年以降
） 　処分実績なし 

F海域へ
排出

海洋投入処分
禁止 海 域

一 般 水 底 土 砂※2

 

 

図 4 水底土砂の海洋投入処分制度の概要 

 
※1 ｢有害水底土砂｣は法律上の名称ではなく、表 4の判断基準を上回って有害物質を含有している水底

土砂に対する通称である。 
※2 ｢一般水底土砂｣は法律上の名称ではなく、表２～４のいずれの判定基準をも下回り、かつ、指定水

底土砂にも該当しない水底土砂を指す。 
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表２ 海洋投入処分可能な水底土砂であることについての判定基準 

 
物質名称 判定基準 

アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 
水銀又はその化合物 検液 1lにつき水銀 0.005mg以下 
カドミウム又はその化合物 検液 1lにつきカドミウム 0.1mg以下 
ＰＣＢ 検液 1lにつき PCB0.003mg以下 
トリクロロエチレン 検液 1lにつきトリクロロエチレン 0.3mg以下 
テトラクロロエチレン 検液 1lにつきテトラクロロエチレン 0.1mg以下 
有機塩素化合物 試料 1kgにつき塩素 40mg以下 
ジクロロメタン 検液 1lにつきジクロロメタン 0.2mg以下 
四塩化炭素 検液 1lにつき四塩化炭素 0.02mg以下 
1･2-ジクロロエタン 検液 1lにつき 1･2-ジクロロエタン 0.04mg以下 
1･1-ジクロロエチレン 検液 1lにつき 1･1-ジクロロエチレン 0.2mg以下 
シス-1･2-ジクロロエチレン 検液 1lにつきシス-1･2-ジクロロエチレン 0.4mg以下
1･1･1-トリクロロエタン 検液 1lにつき 1･1･1-トリクロロエタン 3mg以下 
1･1･2-トリクロロエタン 検液 1lにつき 1･1･2-トリクロロエタン 0.06mg以下 
1･3-ジクロロプロペン 検液 1lにつき 1･3-ジクロロプロペン 0.02mg以下 
チウラム 検液 1lにつきチウラム 0.06mg以下 
シマジン 検液 1lにつきシマジン 0.03mg以下 
チオベンカルブ 検液 1lにつきチオベンカルブ 0.2mg以下 
ベンゼン 検液 1lにつきベンゼン 0.1mg以下 
ダイオキシン類 検液 1lにつきダイオキシン類 10pg-TEQ以下 

 
 

表３ 特定水底土砂の判定基準 
この基準を充足しない水底土砂が特定水底土砂と称される。 

物質名称 判定基準 
銅又はその化合物 検液 1lにつき銅 3mg以下 
亜鉛又はその化合物 検液 1lにつき亜鉛 5mg以下 
ふつ化物 検液 1lにつきふつ素 15mg以下 
ベリリウム又はその化合物 検液 1lにつきベリリウム 2.5mg以下 
クロム又はその化合物 検液 1lにつきクロム 2mg以下 
ニッケル又はその化合物 検液 1lにつきニッケル 1.2mg以下 
バナジウム又はその化合物 検液 1lにつきバナジウム 1.5mg以下 

 
 

表４ 有害水底土砂の判定基準 
この基準を充足しない水底土砂が有害水底土砂と称される。 

物質名称 判定基準 
鉛又はその化合物 検液 1lにつき鉛 0.1mg以下 
有機りん化合物 検液 1lにつき有機りん化合物 1mg以下 
六価クロム化合物 検液 1lにつき六価クロム 0.5mg以下 
ひ素又はその化合物 検液 1lにつきひ素 0.1mg以下 
シアン化合物 検液 1lにつきシアン 1mg以下 
セレン又はその化合物 検液 1lにつきセレン 0.1mg以下 
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表５ 指定水底土砂の判定基準 

 
①下記 Aまたは Bのいずれかの海域からから除去された水底土砂であること 

〔海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項第一号の規定に基づく指定水底土砂に係る水域 
(昭和 48年 2月 26日環境庁告示 18号)〕 

A: 港則法施行令(昭和 40年政令第 219号)別表第 1に掲げる田子の浦港の区域 
または、 
B: 愛媛県三島港防波堤燈台から 224度 850mの地点、同地点から 310度 1750mの地点、愛
媛県川之江港西防波堤燈台から 28度 4070mの地点及び同地点から 130度 2020mの地点
を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面並びに金生川最下流橋下流の河川水面

（瀬戸内海） 
 

②熱しゃく減量が 20%以上であること 
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３．排出海域と排出方法 

海防法では、廃棄物等の排出海域として A 海域、B 海域、C 海域および F 海域が設定さ

れ、それぞれの海域について投入処分可能な廃棄物の種類、事前処理方法、排出方法等が

定められている（表 6）。A海域は B海域に包含され、B海域は C海域に包含される。F海

域は、実質的にすべての海域である。 

現在、処分が継続的に実施されているのは、主として B海域の一部や C海域の中の主要

港湾に近接した特定の海域である。A海域では重金属類等を含む水底土砂の処理物等が投入

処分されていたが、1981年以降、実施されていない。 

 
表６ 排出海域区分 

A海域 図５に示す B海域内の特定海域 

（有害物の処理物、特定・有害水底土砂は固化した上でこの海域で処分） 

B海域 図５に示す特定海域（非水溶性の廃棄物はこの海域で処分） 

C海域 すべての国の領海基線から 50海里を超える海域で以下の海域を除くもの 

（水溶性の廃棄物、指定水底土砂はこの海域で処分） 

：(1)バルティック海海域及び南極海域、(2)北海海域、(3)海洋施設等周辺海域 

(参考) 

D海域 

すべての国の領海基線から 12海里を超える海域で以下の海域を除くもの 

：(1)バルティック海海域及び南極海域、(2)北海海域、(3)海洋施設等周辺海域、(4)本邦領海基線から

50 海里以内で水産動植物の生育環境その他の海洋環境保全上支障があると認めて環境大臣が指定す

る海域（未指定） 

(参考) 

E海域 

次の海域を除く海域 

：(1)港則法に基づく港の区域及び港の境界外 1万 m以内の海域、(2)海図に記載されている海岸の低

潮位線から 1万 m以内の海域、(3)伊勢湾及び瀬戸内海、(4)本邦領海基線から 50海里以内で水産動

植物の生育環境その他の海洋環境保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域（未指定） 

F海域 （一般の水底土砂処分可）次の海域を除く海域 

：(1) 本邦領海基線から 50 海里以内で水産動植物の生育環境その他の海洋環境保全上支障があると

認めて環境大臣が指定する海域（未指定） 
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表６ 排出海域ごとの処分可能な廃棄物の品目と事前処理方法および排出方法 
 

海域 投入処分できる廃棄物等の品目 事前処理等 排出方法 
一般廃棄物 ・環境大臣が指定する有害な不燃性の廃棄

物（現在は未指定）。 
・環境大臣が定めるところによ
り処理する。 

Ａ 

水底土砂 ・特定水底土砂 
・廃掃法施行令別表第 3の 3第 3号-7号
および 23 号を基準値以上含む水底土
砂(有害水底土砂) 

・ 国土交通大臣が定めるところ
により固型化する(海防法施行
令 6条 4号、S52.8.26運輸省告
示 419)。 

・ 比重 1.2 以上の状態にして排出するこ
と。 
・船舶の航行中に排出しないこと。 
・当該廃棄物ができる限り速やかに
海底に沈降し、かつ、堆積するよう

必要な措置を講ずること(海防法施
行令 7条 3項 1号)。［ただし努力義
務］ 

産業廃棄物 ・非水溶性の無機性汚泥（赤泥及び建設
汚泥など） 

（特に定めはない） Ｂ 

一般廃棄物 ・廃火薬類 
・不燃性一般廃棄物であって液状でな
いもの（廃駆除剤等を除く） 

（特に定めはない） 

〔集中式排出方法〕 
・ 比重 1.2 以上の状態にして排出するこ
と。 
・粉末のまま排出しないこと。 
・船舶の航行中に排出しないこと。 

・有機性の汚泥（下水汚泥、発酵廃液、
リンター蒸煮廃液） 

（特に定めはない） 

・廃酸又は廃アルカリ（発酵廃液、リン
ター蒸煮廃液など） 

・船舶積込時の pHを 5.0～9.0に
する(廃掃法施行令 6 条 1 項 4
号(2)後段)。 

・動植物性残さ ・摩砕しかつ油分を除去する(廃
掃法施行令 6条 1項 4号(3)後
段)。 

産業廃棄物 

・家畜ふん尿 ・浮遊性のきょう雑物を除去(廃
掃法施行令 6条 1項 4号(4)後
段)。 

・し尿 
・し尿浄化槽汚泥 

・硫酸第一鉄もしくは塩化第二
鉄を 0.1%以上混入するか、又
は粉砕する(廃掃法施行令 3条
4号イ(2)後段)。 

 

一般廃棄物 

・液状の不燃性廃棄物 （特に定めはない） 

〔拡散式排出方法〕 
・海面下に排出すること。 
・船舶の航行中に排出すること。 
・排出量 2,000m3/時以下で排出する
こと。 

Ｃ 

水底土砂 指定水底土砂（特定水底土砂及び有害水

底土砂を除く） 

（特に定めはない） 

・海面下に排出すること。 
・船舶の航行中に排出すること。 
・当該廃棄物を少量ずつ排出し、か
つ、当該廃棄物ができる限り速やか

に海中において拡散するよう必要

な措置を講ずること(海防法施行令
7条 3項 2号)。［ただし努力義務］

Ｆ 
水底土砂 特定水底土砂、有害水底土砂、指定水底

土砂を除く水底土砂 

（特に定めはない） 

・航行中に排出しないこと 
・ 当該廃棄物ができる限り速やかに
海底に沈降し、かつ、堆積するよう

必要な措置を講ずること(海防法 7
条 3項 1号)。 

［ただし努力義務］ 

 

 
４．処理業許可・排出船登録 

 

廃棄物の処理業許可は廃掃法上定められている（7条 4項、14条 4項）。 

廃棄物等の排出に常用する船舶は、あらかじめその所有者が海上保安庁長官の登録を受

けなければならない（海防法 11条）。 
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参考資料４ 
各廃棄物等の海洋投入削減に向けた取組等の状況1 

品目分類 廃弾薬 
一般的な名称 自衛隊から生ずる不良弾、不用弾 自衛隊から生ずる不良誘導弾等 
発生の過程   
海洋投入処分の状

況 
実績あり 実績あり 

発生から海洋投入

までのフローのフ

ロー 

・陸上自衛隊：不用弾を納めた容器

をコンクリートで密封し、海上自

衛隊に依頼→海上自衛隊の艦船に

積載し、海中へ投入 
・海上自衛隊：不用弾を納めた容器

に穴をあけ確実に沈下するよう処

置→艦船に積載し、海中へ投入  

・誘導弾のチェック（横須賀、佐世

保）→不合格→修理不能→弾薬庫

に集積→輸送船等の艦艇に積載

→投入海域にて投入 
・訓練射撃による弾頭部組替え→

不要弾頭部の発生→弾薬庫に集

積→輸送船等の艦艇に積載→投

入海域にて投入 
発生総量※ 約９８０トン 約８．０トン2 
海洋投入処分量※ 約６１６トン 約８．０トン 
有効利用量※    ０トン    ０トン 
海洋投入以外の処

分量※ 
約３６４トン 
陸上処分 
・自隊処理 
  爆破処理 約２１３トン 
・民間委託 
  爆破処理 約１２４トン 
  化学処理  約２７トン 

   ０トン 

発生者 自衛隊 自衛隊 
海洋投入処分の処

理者 
自衛隊 自衛隊 

海洋投入処分の今

後の見込み 
以下の場合に海洋投入処分を中止

する予定 
・ロンドン条約９６年議定書が発効

し、国内法令が整備される目途が

たつこと。 
・予算が確保されるとともに、国内

において所要量を陸上処分するた

めの受注体制が整うこと。 

当面、海洋投入処分を中止する予定

はない。 
・誘導弾の訓練射耗等により発生し

た不用弾薬の発生（平成１６年１

０月）が予測される。また、不良

判定弾の不時発生が予測されるこ

とから今年度についても海洋投入

処分が発生する。 
海洋投入処分量削

減に向けた取組 
平成９年度から陸上処分を試行的

に実施 
陸上処分（民間業者委託）費用の取

得 
９６年議定書への

対応を検討する際

に考慮すべき事項

等 

  

関係省庁 防衛庁 防衛庁 
※：平成１４年度実績 

                                                 
1本資料は、各廃棄物の関係省庁に対してアンケート調査を行い、その結果をとりまとめたものである。 
2自衛隊から生ずる不良弾、不用弾の量の内数（下欄の海洋投入処分量も同様） 
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品目分類 廃火薬類 
一般的な名称 猟銃用残火薬類等 
発生の過程 銃砲所持者が有害鳥獣駆除等の目的で火薬類を購入。火薬類を消費する

ことを要しなくなったため、不要火薬類となったもの。 
海洋投入処分の状

況 
自衛隊の処理を依頼しているため詳細は不明であるが、海洋投入処分を

していると、防衛庁から聞いている。 
発生から海洋投入

までのフローのフ

ロー 

有害鳥獣捕獲許可期間の終了、銃砲所持の自主的なとりやめ、来日した

外国人射撃選手からの廃棄依頼、に伴う不要火薬類の発生→都道府県警

察において所持者から廃棄依頼を受理→自衛隊へ処理依頼 
発生総量※ ライフル実包   ３７，９２２個 

散弾実包  ２６２，６７７個 
けん銃実包    ６，５７３個 
銃用空砲    ４，１５４個 
銃用雷管   ７１，５５４個 
建びょう銃  １５９，９４０個 
雷管        ５，０５７個 
その他火工品   １０，９６３個 
銃用火薬  １５１，２２９ｇ 
一般火薬  １２４，５０８ｇ 

海洋投入処分量※ 不明 
有効利用量※ 不明 
海洋投入以外の処

分量※ 
不明 

発生者 銃砲所持者 
海洋投入処分の処

理者 
自衛隊が海洋投入処分していると防衛庁から聞いている 

海洋投入処分の今

後の見込み 
 

海洋投入処分量削

減に向けた取組 
不要火薬類（残火薬類）を減少させるため、猟友会等関係団体に対し、

実包の計画的購入、射撃場での撃ち尽くし等を継続して呼びかけてい

る。 
９６年議定書への

対応を検討する際

に考慮すべき事項

等 

火薬類による犯罪等を防止するため、着実に不要火薬類を回収、廃棄し

うる陸上処理体制の構築が必要である。 

関係省庁 警察庁 
※：平成１３年実績 
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品目分類 第二次大戦に起因する不発弾、旧日本軍の弾薬 
一般的な名称 不発弾 
発生の過程  
海洋投入処分の状

況 
実績あり 

発生から海洋投入

までのフローのフ

ロー 

・掘削工事中等に土中等から発見→発見者が警察に通報→警察から自衛

隊に対応依頼→自衛隊が出動、安全化処理・回収→海上自衛隊の艦船

により海洋投入 
・不発弾の発見→不発弾のうち、少量の実包等で直ちに爆発する危険性

が無く、発見現場における警戒措置を必要と認めない物については、

自衛隊において直ちに回収せず、また、他に保管する主体もないため、

事実上、警察で一時保管し、猟銃用残火薬類とともにまとめて自衛隊

に処理を依頼している 
発生総量※ ・約６５．９トン 

・少量の実包等で警察で一時保管したものは４，７５２個（Ｈ１３） 
海洋投入処分量※ 約３０．２トン 
有効利用量※   ０トン 
海洋投入以外の処

分量※ 
約３５．７トン 陸上処理（爆破処理） 

発生者  
海洋投入処分の処

理者 
自衛隊 

海洋投入処分の今

後の見込み 
当面、海洋投入処分を中止する予定はない。 
・正確には、政府の関係省庁間あるいは地方公共団体との間において検

討すべき事項であり、防衛庁・自衛隊では判断しかねる（仮に、現時

点で海洋投入処分が中止された場合、自衛隊は、その処理能力を超え

る分については、不発弾処分の協力はできない。）。（防衛庁） 
海洋投入処分量削

減に向けた取組 
 

９６年議定書への

対応を検討する際

に考慮すべき事項

等 

・①そもそも不発弾は国が責任をもって処分すべきものであること 
 ②地方公共団体は不発弾の除去及び最終処分を行うこととされてお

らず、議定書の締結により、現在自衛隊が行っている不発弾の除去

及び最終処分に係る追加処理経費（陸上処理経費）を地方が負担す

る理由は全くないことから、国において陸上処理体制を整備すると

ともに、追加処理経費についても国が負担すべき（総務省） 
・政府の関係省庁間あるいは地方公共団体との間において、陸上におい

て発見される不発弾の陸上処理体制について現実的な検討を進めるこ

とが必要ではないか。（防衛庁） 
・陸上処理体制の構築に合わせ、直ちに爆発の危険性がないと認められ

る不発弾の具体的処理方法の明確化。陸上処理体制移行に伴う、警察

が一時保管している不発弾の引継方法の明確化（警察庁） 
関係省庁 総務省、防衛庁、警察庁 
※：平成１４年度実績 
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品目分類 押収爆発物 
一般的な名称 けん銃実包、ライフル実包、散弾実包、雷管、ダイナマイト、銃用火薬、

黒色火薬、一般火薬など 
発生の過程 ・刑事事件において押収された爆発物等で、一般的に司法警察員からの

事件送致の際に各検察庁において証拠品として受入手続きを行って

いる。（法務省） 
・押収物のうち没収により検察庁に引き継がれずに国庫に帰属したもの

（最高裁判所） 
海洋投入処分の状

況 
・実績あり（法務省、防衛庁） 
・（少なくとも昭和３６年頃から）海洋投入処分の実績はなく、今後と

も海洋投入処分の見込みはない（最高裁判所） 
発生から海洋投入

までのフローのフ

ロー 

・検察庁においては，押収された爆発物の約８割以上を陸上自衛隊に処

分依頼しており，これ以外は，警察に対し，けん銃とともに引き継い

だり，検察庁が独自に専門業者に処分依頼している。（法務省） 
・検察庁、裁判所から警察に引き継ぎ→猟銃用残火薬類とともにまとめ

て自衛隊に処理を依頼（警察庁） 
・自衛隊に回収依頼（官庁間協力）→自衛隊が回収→海上自衛隊の艦船

により海洋投入（防衛庁） 
発生総量※ ・約０．９トン（防衛庁） 

・約３８５ｋｇ。うち、約３２２ｋｇを自衛隊に依頼。（法務省、平成

１３年） 
・散弾実包 ２２４個、けん銃実包 ５，９０６個、銃用空砲 １０個、

銃用雷管 ６１個、その他火工品 ２５個、銃用火薬 ２０５ｇ（警

察庁、平成１３年実績） 
海洋投入処分量※ ・約０．５トン（防衛庁） 

・法務省から自衛隊に処分を依頼した廃棄物のうち、過去の実績から約

２６４ｋｇが海洋投入処分されたと想定。（法務省） 
有効利用量※ ０トン 
海洋投入以外の処

分量※ 
・約０．４トン 陸上処分（焼却処理）（防衛庁） 
・警察庁へ引き継ぎ、専門業者に処分委託（法務省） 

発生者 警察等司法関連機関 
海洋投入処分の処

理者 
自衛隊 

海洋投入処分の今

後の見込み 
爆発物等の押収・没収の関係機関である警察庁及び都道府県警察、検察

庁、裁判所等において対応を検討中と聞いている。（防衛庁） 
海洋投入処分量削

減に向けた取組 
 

９６年議定書への

対応を検討する際

に考慮すべき事項

等 

・各種爆発物を処理することが可能な業者が全国的に限られている等，

陸上処理体制整備の面で立ち後れている感があると思料される。現行

の処理業者のみで果たして適宜適切に対応できるか疑義がある。（法

務省） 
・裁判所においては、従前、けん銃の実包等の押収爆発物の処分を、防

衛庁の協力を得て、同庁に委託して実施してきたが、本議定書に対す

る対応が問題となった時点以降、従前のように防衛庁に委託して処分

することが困難となったため、現在では、処分を保留したまま、押収

爆発物を保管しているのが実情である。（最高裁判所） 
関係省庁 法務省、最高裁判所、防衛庁 
※：平成１４年度実績 
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品目分類 不燃性一般廃棄物 
一般的な名称 ごみピット汚水 ためます汚水 
発生の過程 一般廃棄物処理施設のごみピット

にたまった汚水 
単独浄化槽を設置する家庭の雑排

水の沈殿槽にたまった汚泥 
海洋投入処分の状

況 
実績あり 実績あり 

発生から海洋投入

までのフローのフ

ロー 

廃棄物処理施設→投入船 各家庭→し尿と併せて収集運搬→

中継槽→投入船 

発生総量※ 不明 不明 
海洋投入処分量※ 不明 不明 
有効利用量※ 不明 不明 
海洋投入以外の処

分量※ 
ごみピットにたまった汚水はごみ

処理施設で処理するか、下水道放流

が一般的である。 

通常は、一般ごみとして市町村のご

み処理施設で処理される。 

発生者 地方自治体 平成１２～１４年度

で２自治体 
地方自治体 平成１２～１４年度

で１自治体 
海洋投入処分の処

理者 
廃棄物処理業者 廃棄物処理業者 

海洋投入処分の今

後の見込み 
陸上処分への移行は可能 

海洋投入処分量削

減に向けた取組 
特に行っていない 

９６年議定書への

対応を検討する際

に考慮すべき事項

等 

 

関係省庁 環境省 環境省 
※：平成１４年度実績 
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品目分類 浄化槽に係る汚泥・し尿 
一般的な名称 浄化槽に係る汚泥・し尿 
発生の過程  
海洋投入処分の状

況 
実績あり 

発生から海洋投入

までのフローのフ

ロー 

各家庭→中継槽→投入船 

発生総量※ ３１，５１８，０００ｋｌ 
海洋投入処分量※  １，４９８，０００ｋｌ 
有効利用量※     ７１，０００ｋｌ 肥料 
海洋投入以外の処

分量※ 
２９，９４９，０００ｋｌ 
 し尿処理施設 ２７，９０７，０００ｋｌ 
 下水道投入   １，５４５，０００ｋｌ 

発生者 地方自治体 ２８２自治体 
海洋投入処分の処

理者 
廃棄物処理業者 

海洋投入処分の今

後の見込み 
平成１９年２月までに、海洋投入処分を中止する予定。 
・廃掃法施行令の改正により、海洋投入処分の禁止が平成１４年２月に

施行されたが、海洋投入処分を中止するためには陸上での処理施設の

確保が必要であることから、５年の経過措置を設けている。 
海洋投入処分量削

減に向けた取組 
陸上処理に移行するために、汚泥再生処理センター、し尿･浄化槽汚泥

高度処理施設の整備に対し国庫補助を行っている。 
９６年議定書への

対応を検討する際

に考慮すべき事項

等 

 し尿・浄化槽汚泥の海洋投入処分禁止については、陸上処理施設の整

備と関連しており、平成１９年２月以前の全面対応は難しい。 

関係省庁 環境省 
※：平成１２年度実績
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品目分類 砂糖製造業の廃糖蜜廃液 
一般的な名称 廃液 
発生の過程 前処理によって精製された糖蜜から、クロマト分離装置により蔗糖分を

分離回収。その回収した後に残る液体が廃液となる。 
海洋投入処分の状

況 
実績あり 

発生から海洋投入

までのフローのフ

ロー 

廃液→タンク→輸送用ダンプ、積載ダンプにて海岸まで→受けタンク→

タンカー→指定海域にて投棄 

発生総量※ １，３３８トン 
海洋投入処分量※ １，２６２トン 
有効利用量※    ７５トン 健康飲料原材料（研究用）向けに販売 
海洋投入以外の処

分量※ 
    ０トン 

発生者 砂糖製造業者 １事業者 
海洋投入処分の処

理者 
廃棄物処理業者 １事業者 

海洋投入処分の今

後の見込み 
２００３年までに海洋投入処分を中止する予定。（最後は２００３年６

月） 
海洋投入処分量削

減に向けた取組 
 

９６年議定書への

対応を検討する際

に考慮すべき事項

等 

 

関係省庁 農林水産省 
※：平成１４年度実績 
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品目分類 焼酎の蒸留粕 
一般的な名称 焼酎粕 
発生の過程 焼酎乙類製造工程の蒸留工程終了時 
海洋投入処分の状

況 
実績あり 

発生から海洋投入

までのフローのフ

ロー 

蒸留粕の発生（焼酎乙類製造工場）→焼酎粕を廃棄物処理業者へ引き渡

し→海洋投入（廃棄物処理業者） 

発生総量※ ５０９，２６１トン 
海洋投入処分量※ １１８，９５８トン 
有効利用量※ １８７，２８０トン 処理施設において肥料、飼料化 
海洋投入以外の処

分量※ 
２０３，０２３トン 畑土還元、焼却 

発生者 焼酎乙類製造業者 ５４事業者 
海洋投入処分の処

理者 
廃棄物処理業者   ５事業者 

海洋投入処分の今

後の見込み 
２００４年までに海洋投入処分を中止する予定 
・２００４年までには、現在海洋投入している焼酎粕を陸上処理できる

施設の導入が図られるため 
海洋投入処分量削

減に向けた取組 
 焼酎乙類業界としては、２００４年までには焼酎粕を陸上処理に移行

できるよう陸上処理施設の導入を進めているところである。 
９６年議定書への

対応を検討する際

に考慮すべき事項

等 

 ９６年議定書対応に向けた法律の改正等が行われ、環境影響評価を実

施することにより海洋投入の継続が可能となる場合には、環境影響評価

の実施に当たっては多額の資金と労力が必要になると予想される。海洋

投入を行っている焼酎乙類業者は小規模零細業者であり、環境影響評価

の実施は困難であると考えられることから、改正法の施行については、

２００５年以降とするよう考慮していただきたい。 
関係省庁 国税庁 
※：平成１４酒造年度（７月１日～６月３０日）実績 
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品目分類 赤泥 
一般的な名称 赤泥（ボーキサイト残さ） 
発生の過程 アルミナを製造する工程において、ボーキサイトに苛性ソーダを加え、

水酸化アルミニウムを抽出した不溶解残さ 
海洋投入処分の状

況 
実績あり 

発生から海洋投入

までのフローのフ

ロー 

苛性ソーダによりアルカリ性となっているボーキサイト残さを塩酸・硫

酸で中和した後、船にて海洋投入 

発生総量※ １，６９７，５５５トン 
海洋投入処分量※ １，６９５，５５５トン 
有効利用量※     ２，０００トン セメント製造時の鉄源として利用 
海洋投入以外の処

分量※ 
        ０トン 

発生者 アルミナ製造業者 ３事業者 
海洋投入処分の処

理者 
廃棄物処理業者  ３事業者 

海洋投入処分の今

後の見込み 
当面、海洋投入処分を中止する予定はない 
・現時点では、有効な代替処分または有効利用方法が存在しないため 

海洋投入処分量削

減に向けた取組 
セメント製造時の鉄源としての利用を拡大するための試験等 
ボーキサイトをアルミナ含有量が高いものに切り替え赤泥の発生を削

減する。 
９６年議定書への

対応を検討する際

に考慮すべき事項

等 

 

関係省庁 経済産業省 
※：平成１４年度実績 



 

 

 

30

 
品目分類 建設汚泥 
一般的な名称 建設汚泥 
発生の過程 泥水式シールド工法、連続地中壁工法、場所打杭工法等、泥水を用いる

工法から建設汚泥が生じる。 
海洋投入処分の状

況 
実績あり 

発生から海洋投入

までのフローのフ

ロー 

建設工事等で建設汚泥発生→建設工事現場から建設汚泥処理施設に運

搬→建設汚泥処理施設において、海洋投入のための中間処理（受入→沈

殿→混練（固化剤を投入）→廃棄物排出船へ積込）→廃棄物排出船によ

り投入 
発生総量※ ８，２５０，０００トン 
海洋投入処分量※ １，０８０，０００トン 
有効利用量※ ３，３９０，０００トン 

 縮減 ９１万トン 
 土質材料や高流動化処理土、骨材、ドレーン材などの製品として利用

 ２４８万トン 
海洋投入以外の処

分量※ 
不明 最終処分場にて処分 

発生者 建設工事の元請け業者 業者数は不明 
海洋投入処分の処

理者 
廃棄物処理業者 平成１４年に排出実績のある船は５隻 

海洋投入処分の今

後の見込み 
当面、海洋投入処分を中止する予定はない 
・建設汚泥の処分方法について検討中 

海洋投入処分量削

減に向けた取組 
建設リサイクル推進計画２００２の適切な実行により建設汚泥の排出

抑制及び再資源化等を促進し、処分量の削減を図る。 
９６年議定書への

対応を検討する際

に考慮すべき事項

等 

 

関係省庁 国土交通省 
※：平成１２年度実績 
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品目分類 下水汚泥 
一般的な名称 下水汚泥 
発生の過程 各家庭、工場→下水処理場→浄水は放流され、汚泥が発生 
海洋投入処分の状

況 
実績あり 

発生から海洋投入

までのフローのフ

ロー 

下水処理場→脱水汚泥を処分業者に委託→海洋投入処分 

発生総量※ ２，１１３，０１３トン（乾燥重量） 
海洋投入処分量※     １，２３２トン（乾燥重量） 
有効利用量※ 不明 
海洋投入以外の処

分量※ 
発生総量の約６０％にあたる１，２５９，５４８トン（乾燥重量）につ

いては、緑農地利用や建設資材利用等、再資源化を行っており、残りは

埋立等の陸上処理を行っている。 
発生者 下水道管理者 ２自治体 
海洋投入処分の処

理者 
廃棄物処理業者 

海洋投入処分の今

後の見込み 
国土交通省としては、陸上埋立、さらにはリサイクルを実施するよう関

係自治体に要請しており、関係自治体は海洋処分の代替となる最終処分

場を調査しているところ。 
海洋投入処分量削

減に向けた取組 
 

９６年議定書への

対応を検討する際

に考慮すべき事項

等 

 

関係省庁 国土交通省 
※：平成１４年度実績 
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品目分類 動植物性残さ 
一般的な名称 梅漬調味廃液 残さ（内皮・すじ・有機物）、外皮 
発生の過程 塩蔵梅を脱塩した後、調味液に漬け

込み製品とする工程で、調味液を更

新する際に発生する 

かんきつ缶詰製造時の皮除去、選

別、肉詰めへ至る工程において残

さ・外皮が発生 
海洋投入処分の状

況 
実績あり 実績あり 

発生から海洋投入

までのフローのフ

ロー 

不要調味液の発生→タンク→廃棄

物処理業者の輸送用ダンプで積み

出し業者のタンクまで→分別→良

品は家畜飼料へ：残りは廃棄物排出

船により海洋投入 

残さ・外皮の発生（かんきつ缶詰製

造工場）→残さを廃棄物処理業者へ

引き渡し→海洋投入（廃棄物処理業

者） 

発生総量※ １３，９００トン（和歌山県の組合

加盟会員８２社調査に基づく） 
１，４８７トン 

海洋投入処分量※  ４，８００トン（同上）アウトサ

イダー分については不明 
  １７０トン 

有効利用量※  ９，１００トン（同上）調味液へ

のリサイクル及び家畜飼料 
１，１９４トン 

海洋投入以外の処

分量※ 
不明（僅かであるが一部を陸上処

理） 
  １２３トン 焼却 

発生者 梅漬製造業者（発生業者数不明） かんきつ缶詰製造業者 １事業者 
海洋投入処分の処

理者 
廃棄物処理業者 廃棄物処理業者 

海洋投入処分の今

後の見込み 
当面、海洋投入処分を中止する予定

はない 
２００４年までに海洋投入処分を

中止する予定。 
海洋投入処分量削

減に向けた取組 
陸上処理へ転換すべく努力するが、

海洋投入処分の中止は当面困難と

みられる 

 

９６年議定書への

対応を検討する際

に考慮すべき事項

等 

  

関係省庁 農林水産省 農林水産省 
※ 平成１４年度実績 平成１２年度実績 
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品目分類 家畜ふん尿 
一般的な名称 家畜排せつ物 
発生の過程  
海洋投入処分の状

況 
実績あり 

発生から海洋投入

までのフローのフ

ロー 

家畜→排せつ物（尿）→浄化槽→収集業者→運搬船→投入 

発生総量※ ９０，３００，０００トン 
海洋投入処分量※     ４，１７０トン 
有効利用量※ 
海洋投入以外の処

分量※ 

９０，２９０，０００トン 

発生者 畜産農家 ２戸 
海洋投入処分の処

理者 
廃棄物処理業者 １事業者 

海洋投入処分の今

後の見込み 
当面、海洋投入処分を中止する予定はない 

海洋投入処分量削

減に向けた取組 
 陸上処理については、現在、平成１１年に制定された、「家畜排せつ

物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に基づき、法適用対象

農家へ家畜排せつ物の適正な管理を義務付けるとともに、野積み、素堀

り等の不適切な管理を平成１６年度中に解消するため、各都道府県は地

域の実情に応じた都道府県計画を策定し、計画的な施設整備を実施。 
 これまで、上記施策を推進した結果、家畜ふん尿を海洋投入する主体、

海洋投入量は減少しており、その大部分は陸上処理へ移行したものと考

えられる。 
９６年議定書への

対応を検討する際

に考慮すべき事項

等 

 

関係省庁 農林水産省 
※：平成１４年度実績 
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品目分類 しゅんせつ物 
一般的な名称 水底土砂 
発生の過程  漁港における浚渫工事 
海洋投入処分の状

況 
実績あり 実績あり 

発生から海洋投入

までのフローのフ

ロー 

浚渫工事→浚渫土砂を運搬→海洋

投入 
浚渫工事→浚渫土砂を運搬→海洋

投入 

発生総量※ 約１，４００，０００トン 
水底土砂で、有効利用されるものは

基本的に廃棄物の範疇に入らない

ものであることから海洋投入処分

量を記載した。なお、この数字は港

湾局所管事業のものを対象として

おり、漁港整備、民間等の事業は入

っていない。 

約７００，０００トン 
水底土砂で、有効利用されるものは

基本的に廃棄物の範疇に入らない

ものであることから海洋投入処分

量を記載した。なお、この数字は、

補助事業も含め水産基盤整備事業

で海洋投入処分されたものを対象

としている。 
海洋投入処分量※ 約１，４００，０００トン 約７００，０００トン 
有効利用量※ 港湾埋立、養浜、干潟造成、覆砂等 漁港埋立、養浜、干潟造成、覆砂等 
海洋投入以外の処

分量※ 
  

発生者 国土交通省地方整備局 ３主体 
地方自治体（港湾管理者）２自治体 

地方自治体が実施している当該工

事のうち、１００近くで海洋投入処

分を行っている（平成１４年度） 
海洋投入処分の処

理者 
発生者と同じ 発生者と同じ 

海洋投入処分の今

後の見込み 
当面、海洋投入処分を中止する予定

はない 
・海洋投入処分を行っている新潟港

等においては、港湾工事におい

て所要の浚渫工事で発生する土

砂の処分として海洋投入が引き

続き必要となるため 

漁港における所要の浚渫工事で発

生する土砂の処分として海洋投棄

処分が引き続き必要になる。 

海洋投入処分量削

減に向けた取組 
 港湾整備事業で発生する浚渫土

砂は、埋立用材、養浜、干潟造成、

覆砂等の材料に利用することを基

本とし、最終的に有効利用が不可能

となる水底土砂のみを海洋投入し

ている。（海洋投入は、浚渫土砂の

約３％） 
 なお、港湾整備事業で発生する浚

渫土砂の場合は、水底土砂の判定基

準に適合した「一般水底土砂」を海

洋投入及び有効利用をしている。 

 一般に埋立用材、養浜、干潟造成、

覆砂等への利用が困難な場合海洋

投入している。なお、漁港で発生す

るしゅんせつ土砂の場合は、水底土

砂の判定基準に適合した「一般水底

土砂」を海洋投入している。 
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９６年議定書への

対応を検討する際

に考慮すべき事項

等 

・浚渫物については、その処分方法

として、海洋投入、埋立あるい

は有効利用によるほかにない事

情を十分踏まえること 

・しゅんせつ土砂については海洋投

入処分が今後も必要となること 
・しゅんせつ土砂については、「一

般水底土砂」のみを現場の漁場の

状況に明るい漁協等とも協議の

上適切な場所に海洋投入してい

ること 
・一般水底土砂の海洋投入処分の特

殊性及び実態を踏まえた適切な

スクリーニング基準の設定、既存

枠組みの活用等を図る必要があ

ること 
関係省庁 国土交通省 農林水産省 
※ 平成１３年度実績 平成１４年度実績 
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参考資料５ 

市民関与の考え方 
 

 

① 
制度設計段階での

関与

② 
個別審査段階
での関与

制     

度     

設     

計

( 

実
行
ガ
イ
ダ
ン
ス
作
成 )

国

排出事業者

審査

市 民

影響仮説設定

廃棄物防止審査

処分地点選択

潜在的影響の検討

監視計画立案

廃棄物特性把握
申請

許可
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参考資料６ 
 

海洋投入処分の継続が予想される品目等のわが国における

判定基準の設定状況と追加設定の必要性に関する検討 
 

96年議定書・ＷＡＧの規定 わが国の現行海洋投入処分制度 
附属書Ⅰに列挙された

海洋投入処分を考慮す

ることができる品目 

行動基準適用の必要性

(品目 WAG 上に除外規定
がある場合には不要) 

今後も海洋投入処分

が継続することが予

想される品目（附属書

Ⅰに対応して整理）

現状での判定基準の 
設定状況 

96年議定書を締結するた
めに判定基準を追加設定

する必要性の有無※１ 

１．しゅんせつ物 必要 水底土砂 設定あり  
２．下水汚泥 必要 公共下水汚泥 設定されていない 

但し、油分につき検液

1lにつき 50㎎以下で
油膜を生じないこと 

○ 
 ただし、今後速やかに海洋

投入処分が中止されれば、判

定基準の設定は必要ないも

のと考えられる。 
  し尿・し尿浄化槽汚泥 設定されていない  

○ 
 

３．魚類残さ又は魚類の

産業上の加工作業によ

って生じる物質 

不要 
ただし、養殖で使われた

化学物質が残っている可

能性のある場合、何らか

の化学処理をうけた魚類

残さである場合には必要

動植物性残さ 
（魚類加工かす） 

設定されていない 
但し、油膜を生じない

こと 

× 
現時点では海洋投入処分の

実績は報告されておらず、今

後の許可対象とならない。

４．船舶及びプラットフ

ォームその他の人工海

洋構築物 
必要※2 

（船舶） 

― ― 

５．不活性な無機性の地

質学的物質 
不要（物理的影響のみで

あるため）※３ 
赤泥、建設汚泥 設定あり 

油分につき検液 1lに
つき 15㎎以下 

― 

動植物性残さ 
 
 

設定されていない 
但し油膜を生じない

こと 
 
 
 
 

× 
現在海洋投入処分されてい

るものは、梅干加工残渣とみ

かん缶詰加工残渣であり、今

後もこれらだけであれば適

用の必要はないものと考え

られる。 

６．天然に由来する有機

物質※5 
不要 
ただし、製造状況によっ

て、保存剤や処理剤を含

む有害物質による尋常で

ない汚染が疑われる場合

には必要 

家畜ふん尿 設定されていない 
但し浮遊性きょう雑

物を除去すること 

×※４ 
 

網掛けの三品目も 96年議定書国内発効時に処分が廃止されていない可能性があるため対象とした。 
※１；○；品目WAGから考えて設定は不可欠  ×；原則不要であるが、品目区分等によっては必要 
※２；船舶及びプラットフォームには行動基準は適用されないが、海洋投棄する場合には危険性のある全ての装

置や付属品等を全て除去することになっている。 
※３；地質学的物質の品目WAGでの行動基準の扱いは、ロンドン条約第 27回科学者会議（2004年 5月）以降、

適用を含めて見直される可能性がある。 
※４；品目によっては女性ホルモン、農薬・医薬品の残留について留意を要するとの指摘もあり 
※５；現在は、有機性汚泥・廃酸・廃アルカリがこの品目に該当するものとして処分されているが、廃止見込み

となっている（判定基準は既に設定されている） 
 
なお、附属書Ⅰは、上記１．～６．の他に、海洋投棄以外の処分が物理的に困難な地域（小島等）で発生する鉄、

コンテナー等から構成される物質について、海洋投入処分を考慮し得る廃棄物品目として定めているが、わが国

では想定されないことから上記表中からは割愛した。 


